
 

 

 

 

京田辺市行政改革実行計画 

の取組結果 

 

（令和２年度～令和５年度） 

 



 
 

目 次 

 

１． 京田辺市行政改革実行計画（令和２年度～令和５年度）について ...................... 1 

 

２． 京田辺市行政改革実行計画（令和２年度～令和５年度）が目指したもの ................ 1 

 

３． 計画期間 ........................................................................ 2 

 

４． 実行計画の取組結果 .............................................................. 2 

 

５． 実施した主なプログラム .......................................................... 8 

 

６． 実行プログラム進行管理表 ....................................................... 14 



 
 

１． 京田辺市行政改革実行計画（令和２年度～令和５年度）について 

本市では、まちづくりの指針である「第４次京田辺市総合計画まちづくりプラン」

に基づき、さらなる行政サービスの充実や複雑多様化する地域の課題を解決するため

「安全・安心」「緑」「健康」「文化・教育」「田園都市」の５つの基本方向を柱として、

めざす都市像「緑豊かで健康な文化田園都市」の実現に向けた取組みが進められてい

ます。 

この「京田辺市行政改革実行計画（令和２年度～令和５年度）」（以下、「実行計画」

という。）は、「京田辺市行政改革大綱」において掲げる理念を根幹として、多様な主

体との協働・連携を重視したまちづくり、長期的な財政見通しを踏まえた持続可能な

行財政運営を促進するため、令和２年３月に策定しました。 

 

２． 京田辺市行政改革実行計画（令和２年度～令和５年度）が目指したもの 

実行計画では、「京田辺市行政改革大綱」の理念を踏まえ、次の３つの柱を中心とし

た各プログラムの推進を図りました。 

 

Ⅰ 市民と行政とのパートナーシップの構築 

  ・市民参画・多様な主体との協働の促進 

・広報広聴機能の充実 

 ・透明性・信頼性の高い行政の推進 

 

Ⅱ より質の高い行政サービスの提供 

  ・市民サービスの向上 

・サービスの公平性確保、受益者負担の見直し 

  ・次世代型行政サービスへの転換 

 

Ⅲ 効率的な行財政運営 
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  ・財政健全化の推進 

・公共施設マネジメントと官民連携の推進 

  ・事務事業の効率化 

  ・職員の適正配置と人材育成 

 

３． 計画期間 

基本構想の計画期間は、令和２年度から令和１３年度までの１２年間で、まちづく

りプランの計画期間は前期、中期、後期のそれぞれ４年間となります。 

行政改革実行計画（前期）については、まちづくりプラン（前期）と両輪で基本構

想の実現に取り組むものであるため、令和２年度から令和５年度までの４年間を計画

期間としました。 

 

４． 実行計画の取組結果 

（１） 概要 

本実行計画では、前述した３つの柱を推進するための具体的な実行プログラムとし

て７３項目を設定し、各項目の進行管理を行ってきました。 

まず「市民と行政とのパートナーシップの構築」では、大学連携ディスカバリーベ

ースや地域運営組織「まちづくり協議会」の設置、自主防災組織の充実による地域防

 R２ R３ R４ R５ R６ R７ R８ R９ R10 R11 R12 R13 

基本構想 
            

まちづくりプラン 

 

           

行政改革 
実行計画 

            

基本構想（Ｒ２～Ｒ１３年） 

前期（4 年） 中期（4 年） 後期（4 年） 

前期計画（4 年） 中期計画（4 年） 後期計画（4 年） 
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災力の向上等により市民参画・多様な主体との協働の仕組みづくりを推進するととも

に、その基盤となる広報広聴機能の充実、透明性・信頼性の高い行政の推進のために

オープンデータなどの取組みを推進しました。 

次に「より質の高い行政サービスの提供」では、マイナンバーカード等を活用した

窓口サービスの向上、サービスの公平性確保のための受益者負担の見直しを進めると

ともに、次世代型行政サービスへの転換に向けた取組みとして、ＩＣＴを活用した事

務の効率化、ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）を推進しました。 

最後に「効率的な行財政運営」では、公営企業経営戦略の策定や国民健康保険財政

の健全化、自主財源確保のための企業誘致や、ふるさと納税制度の活用等による財政

健全化の推進に加えて、公共施設マネジメントの推進としてインフラや建築物の長寿

命化によるライフサイクルコストの縮減、民間活力の積極的な導入の推進、事務事業

の効率化等による歳出全般の抑制など財政の健全化に努めました。 

以上のように本計画は、「量」的な削減から「質」的な向上へと重心を移しながら、

市民協働などにも重点をおいたプログラムを幅広く実施した結果、「第４次京田辺市総

合計画」の目指すまちづくりの推進において大きな役割を果たすことができました。

また、本プラン策定時に行った財政シミュレーションでは４年間で４億７千９百万円

の累積赤字を予想していましたが、各実行プログラムの推進により計画期間内で総額

５億円以上の財源効果が生じたこともあり、この間の赤字を回避しました。 

 

次に、本プランにおいて進行管理を行ってきた実行プログラムの取組状況について

は、Ｐ．４の表のとおりとなりました。 
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実行プラグラム７３項目のうち、計画期間内において予定通り実施したプログラム（「通

常継続」及び「完了」）が４０項目、予定通り進めているが取組みをさらに深めていくプロ

グラム（「深化」）が３０項目、本計画期間内において「未完了」となったプログラムが３

項目となり、全体の約９６％のプログラムで一定の成果を得られました。 

なお、受益者負担の見直し等を含め市民の生活に直結する項目等については、当然、慎

重な判断が必要なものもあります。こうした理由により「未完了」となったプログラムや、

今後さらに取組を「深化」させるプログラムについては、次期計画において引き続き進行

管理を行っていくとともに、その他のプログラムについても引き続き通常業務の中で取り

組みを進めます。 

 

項目 全体 

行動計画の取組結果 

本計画で進行管理は終了 次期計画で引き続き進行管理

通常継続 完了 深化 未完了 

市民と行政とのパートナーシップの構築 １３ ２ ２ ９ － 

より質の高い行政サービスの提供 １２ １ １０ － １ 

効率的な行財政運営 ４８ １４ １１ ２１ ２ 

合計 ７３ １７ ２３ ３０ ３ 
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（２） 実行プログラム一覧及び取組結果 

 

区分 番号 実行プログラム 取組結果 

Ⅰ 

市
民
と
行
政
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
構
築 

１．市民参画・多様な主

体との協働の促進 

１ 市民との協働の推進 深化 

２ 大学等との連携の推進 深化 

３ 男女共同参画の推進 深化 

追加 

R3-1 

地域運営組織「まちづくり協議会」による区・

自治会活性化 
深化 

４ 自主防災組織の育成指導 深化 

５ 消防団組織強化による地域消防力の向上 深化 

６ 市民等との協働による京田辺玉露のブランド形成 深化 

７ 市民との協働による地球温暖化対策活動の推進 深化 

８ 
農業者等との協働による農地等の利用の最適

化の推進 
通常継続 

２．広報広聴機能の充実 

９ まちの情報発信機能の充実 深化 

１０ 
広報やＩＣＴの活用・充実等による情報発信

力の強化 
通常継続 

３．透明性・信頼性の高

い行政の推進 

１１ オープンデータの取組みの推進 完了 

１２ 文書管理の適正化推進 完了 

Ⅱ 

よ
り
質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 

１．市民サービスの向上 

１３ マイナンバーカードの取得促進と窓口サービスの向上 完了 

１４ 幼児教育・保育の一体的提供体制の構築 完了 

１５ 留守家庭児童会のサービスの向上 完了 

１６ 中学校給食の実施による教育環境の整備 完了 

２．サービスの公平性の

確保、受益者負担の見直

し 

１７ 各種がん検診の一部負担額の見直しと経費削減 通常継続 

１８ 
田辺地区駐輪場適正化と市内無料駐輪場の適

正利用 
完了 

１９ 学校体育館照明料の徴収 完了 

２０ 市立文化施設の減免基準等の見直し 未完了 

２１ 田辺中央体育館備品管理の適正化 完了 

３．次世代型行政サービ

スへの転換 

２２ ＩＣＴを活用した事務作業の効率化 完了 

２３ 保育所入所調整におけるＡＩの活用 完了 

追加 

R4-1 

ＤＸ(デジタル・トランスフォーメーション)

の推進 
完了 
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区分 番号 実行プログラム 取組結果 

Ⅲ 

効
率
的
な
行
財
政
運
営 

１．財政健全化の推進 

２４ 統一基準による財務書類の行財政運営への活用 深化 

２５ 公営企業経営戦略の策定による経営基盤強化 深化 

２６ 国民健康保険財政の健全化 深化 

２７ 債権管理の適正化に向けた債権管理条例の制定 完了 

２８ 生活保護返還金及び貸付金等の債権管理の適正化 完了 

２９ 市税等の収納率の向上 深化 

３０ 市営住宅使用料等の徴収体制強化 通常継続 

３１ ふるさと納税制度を活用した財源確保 深化 

３２ 課税客体の適正な把握 深化 

３３ 
新たな企業立地に向けた学研地区（南田辺

東・西地区）の整備促進 
深化 

３４ 
田辺中央北地区における土地利用計画の見直

し及び企業誘致 
深化 

３５ 基金運用方法の検討 通常継続 

３６ 市有財産の有効活用 通常継続 

追加 

R3-2 
企業版ふるさと納税制度を活用した財源確保 深化 

３７ 
京都府セキュリティクラウドへの移行による

コスト削減 
完了 

３８ 窓口サービスの事務の効率化、経費削減 未完了 

３９ 
口座振替の推進及び支払通知書廃止によるコ

スト削減 
完了 

４０ 中小企業支援事業の見直し 完了 

４１ 身体障害者更生援助費支給事業の見直し 通常継続 

４２ 各種医療保健事業に係る助成制度の見直し 深化 

２．公共施設マネジメ

ントと官民連携の推進 

４３ 公共施設マネジメントの推進 深化 

４４ 
可燃ごみ広域処理施設整備による処理コスト

の削減 
深化 

４５ 
民間活力導入による野外活動センター施設運

営の効率化 
深化 

４６ 民間活力の導入による複合型公共施設の整備 深化 

追加 

R3-3 
官民連携による田辺公園拡張整備 深化 

追加 

R4-2 

中学校給食実施に伴う学校給食センターの効

率的な運営 
完了 
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区分 番号 実行プログラム 取組結果 

Ⅲ 

効
率
的
な
行
財
政
運
営 

２．公共施設マネジメ

ントと官民連携の推進 

４７ 防災拠点の整備による防災力の向上 通常継続 

４８ 消防力向上のための消防体制見直し 完了 

４９ 幼保連携型認定こども園の整備 完了 

追加 

R3-4 

市内幼稚園及び保育所に係る配置適正化の検

討 
深化 

追加 

R4-3 
環境衛生センター緑泉園施設再整備 深化 

５０ 
市営住宅長寿命化によるライフサイクルコス

ト縮減 
通常継続 

５１ 
生活道路及び橋梁長寿命化によるライフサイ

クルコストの縮減 
通常継続 

５２ 
公園施設長寿命化によるライフサイクルコス

ト縮減 
通常継続 

５３ 
幼稚園・小中学校施設の長寿命化によるライ

フサイクルコスト縮減 
深化 

５４ 焼却施設の建て替えに向けた長寿命化対策 通常継続 

追加 

R3-5 

市役所庁舎の長寿命化によるライフサイクル

コストの縮減 
通常継続 

追加 

R4-4 

福祉施設等長寿命化によるライフサイクルコ

ストの縮減 
深化 

追加 

R4-5 

住民センターの長寿命化によるライフサイク

ルコストの縮減 
通常継続 

３．事務事業の効率化 

５５ 
行政評価制度の見直し（ＰＤＣＡサイクルの

再構築） 
深化 

５６ 学校教育予算配分・執行の見直し 完了 

５７ 行政改革につながる監査等の実施 通常継続 

５８ アウトソーシングの推進に伴う課税事務の合理化 通常継続 

５９ 
戸籍等各種証明書郵送請求処理業務の外部委

託による事務の合理化 
完了 

６０ 広報業務における事務効率化 通常継続 

４．職員の適正配置と

人材育成 

６１ 適正な定員管理による職員数の適正化推進 未完了 

６２ 
働き方改革の推進によるワークライフバラン

スの実現 
完了 

６３ 職員の資質向上を図るための人材育成 深化 
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５．実施した主なプログラム 
計画期間（令和２年度から令和５年度までの４年間）に実施した主なプログラムを

紹介します。 

 

Ⅰ 市民と行政とのパートナーシップの構築 

・市民参画・多様な主体との協働の促進 

 

大学等との連携の推進              【実行プログラム②】 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域運営組織「まちづくり協議会」による区・自治会活性化【実行プログラム R3-1】 

 

 

 

 

 

 

・広報広聴機能の充実 

 

まちの情報発信機能の充実             【実行プログラム⑨】 

 

 

 

 

 

 本市では、地域や小中学校など多様な主体と同志

社大学及び同志社女子大学との連携を推進してい

ます。 
 令和２年度には両大学の教員や学生による地域

をフィールドとした活動をさらに広げるとともに、

市民が大学の有する豊富な知識、技術、人材に身近

に触れられる窓口機関として「京田辺市大学連携デ

ィスカバリーベース」を新たに設置しました。 
 

同志社大学等との連携事業 

 本市では、地域課題解決のための広域的なコミュ

ニティ組織「まちづくり協議会」による区・自治会

の活性化を進めています。 
 令和３年度には、民間遊休施設を活用して市南部

に区・自治会、市民活動団体、事業者、大学、PTA
など多様なまちづくりの主体が集うコミュニティ活

動の拠点として「南部まちづくりセンター」を整備

しました。 
 

南部まちづくりセンター 

 本市では、令和３年度に広報紙を全面リニューア

ルし、地域の課題やタイムリーなテーマについての

特集記事の掲載などを通じて、まち・人の魅力を伝

える広報紙づくりを進めました。 
また、情報発信機能の充実のため、ＬＩＮＥを活

用したプッシュ型広報を開始し、市民への情報提供

を積極的に推進しました。 
【ＬＩＮＥ登録者数：１０，０３６人（Ｒ５年度末）】 リニューアルした広報紙 
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・透明性・信頼性の高い行政の推進 

 

オープンデータの取組みの推進         【実行プログラム⑪】 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ より質の高い行政サービスの提供 

・市民サービスの向上 

 

マイナンバーカードの取得促進と窓口サービスの向上  【実行プログラム⑬】 

 

 

 

 

 

 

 

・サービスの公平性の確保、受益者負担の見直し 

 

田辺地区駐輪場適正化と市内無料駐輪場の適正利用  【実行プログラム⑱】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市では、今後のデジタル社会の基盤となるマイ

ナンバーカードの取得促進や利便性向上の取り組み

を進めています。 
令和４年度には国と歩調を合わせてマイナンバー

カード普及のための広報を行うとともに、運用を開

始している健康保険証としての利用を促進しまし

た。 
【マイナンバーカード申請率（R6.3 月末）：91.55％】 

本市では、市内無料駐輪場の利用適正化に向け

て利用状況の調査を含め様々な取組みを推進し

てきました。 
 令和３年度には「京田辺市無料自転車駐車場条

例」を施行し、無料駐輪場の利用ルールや長期滞

留自転車の取扱いを明確化するとともに、長期滞

留自転車の運搬や返還に関する費用負担を設定

しました。 
新田辺駅西自転車駐車場の状況 

本市では、市民の利便性向上と地域経済の活性

化を図るため、個人情報を除く市の保有資産を広

くオープンデータとして公開する取組みを進めて
います。 
令和３年度には、民間活力と官民データの活用

による地域課題の自発的解消を促進するため、「京

田辺市オープンデータ推進ガイドライン」を策定

し、データのアップデートを進めています。 
オープンデータポータルサイト 
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・次世代型行政サービスへの転換 

 

ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進 【実行プログラム R4-1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ 効率的な行財政運営 

  ・財政健全化の推進 

 

公営企業経営戦略の策定による経営基盤強化    【実行プログラム㉕】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

債権管理の適正化に向けた債権管理条例の制定   【実行プログラム㉗】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国では、「デジタル社会の実現に向けた改革の基

本方針」が決定され、誰一人取り残されない、人

に優しいデジタル化が進められています。 
デジタル技術やデータを活用して、市民の利便

性を向上させるとともに、AI 等の活用により業務

効率化を図り、人的資源を行政サービスの更なる

向上に繋げていくため、令和４年度には「京田辺

市ＤＸ推進計画」を策定しました。 
 

【基本方針：暮らしを便利に、業務をスマートに】 

 本市では、適正な債権管理を進めるため、「債

権管理プロジェクトチーム」を発足させ、令和

４年度には「債権管理基本マニュアル」の策定

と「債権管理条例」の制定を行いました。 
 今後は「債権管理条例」を適正に運用すると

ともに、債権管理に必要な知識を庁内で共有す

る取組みを進めます。 
 

 本市の公共下水道事業では、下水道ビジョン・

下水道事業経営戦略に基づき、健全な下水道事業

経営を図っています。 
令和２年度には「京田辺市公共下水道使用料徴

収条例の一部改正」を行い、令和３年７月から施

行し、経営基盤の強化を図りました。 
【下水道使用料対前年度増加額（Ｒ３年度）： 
 約１億４千５百万円】 
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ふるさと納税制度を活用した財源確保         【実行プログラム㉛】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業版ふるさと納税制度を活用した財源確保    【実行プログラム R3-2】 

 

 

 

 

 

 

  ・公共施 

 

  ・公共施設マネジメントと官民連携の推進 

 

公共施設マネジメントの推進          【実行プログラム㊸】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市は学校などの建築物施設や道路、橋梁、

公園などのインフラ施設を多く保有していま

す。その多くは経済成長期に整備され老朽化が

進んでおり、施設の建替えや更新のタイミング

が一定の時期に集中することが懸念されていま

す。 
令和３年度には各施設の基本方針等を定める

「京田辺市公共施設等総合管理計画」を改定し、

今後はこれに基づき公共施設等のマネジメント

をさらに推進します。 市保有施設延床面積の構成比 
（令和 3 年 3 月末現在） 

 本市では、市内産業の活性化と自主財源確保の

ため、ふるさと納税制度の活用を推進していま

す。 
 令和２年度には初めてクラウドファンディン

グを実施するとともに、民間ふるさと納税サイト

の増設や返礼品の追加等により、計画期間中のふ

るさと納税額は大幅に増加、各種事業の推進にあ

たって重要な財源確保に貢献しました。 
【令和５年度ふるさと納税額：約２億５千万円】 

 本市では、財源確保や地方創生推進の観点か

ら、企業版ふるさと納税制度を活用した寄附に

よる各種事業の財源不足の解消、企業との関係

構築を進めています。 
 令和３年度には、庁内での説明会を開催し制

度周知を図り、その後制度を活用した寄附額は

順調に増加しています。 
【令和５年度企業版ふるさと納税額：約３千２

百万円】 
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民間活力の導入による野外活動センター施設運営の効率化【実行プログラム㊺】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼保連携型認定こども園の整備         【実行プログラム㊾】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幼稚園・小中学校施設の長寿命化によるライフサイクルコスト縮減  

【実行プログラム○53】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本市では「第１期京田辺市立幼稚園・保育所再

編整備計画」に基づき、市立幼稚園・保育所の再

編を進めています。 
 市北部地域においては、市立大住幼稚園の建て

替えにあわせて「大住こども園」を整備するなど、

多様なニーズに対応した、質の高い幼児期の教

育・保育の提供など子育て支援の充実に取り組ん

でいます。 大住こども園 

 本市では幼稚園７園、小学校９校、中学校３校

の学校施設を有しており、延べ床面積の８割が建

築後３０年を経過し、限られた財源の中で多くの

施設整備を行う必要が生じています。 
 令和２年度には、学校施設の維持管理、改修等

の施設整備に関する中長期の方針を示し、整備コ

ストの縮減や平準化を図るとともに、子どもたち

が安心して利用できるよう「京田辺市学校施設長

寿命化計画」を策定しました。 
 
【長寿命化効果額（今後 40 年間）：2.2 億円／年】 

 本市の野外活動センターについて、利用者数

の減少や施設の老朽が進む中、最も効率的な運

営方法を検討し、民間活力の導入も含めて施設

運営等の見直しを行っています。 
 令和５年度には民間事業者へのサウンディン

グ型市場調査の結果等に基づき、市場ニーズに

応じたサービス提供や老朽化した施設の更新に

向けて「京田辺市野外活動センター運営見直し

実行計画」を策定、施設の管理運営の見直しを

進めました。 野外活動センター 
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 ・事務事業の効率化 

 

学校教育予算配分・執行の見直し         【実行プログラム 56】 

 

 

 

 

 

 

 

 ・職員の適正配置と人材育成 

 

職員の資質向上を図るための人材育成        【実行プログラム 63】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学校における複雑化・多様化した教育課題に対

応するため、教員だけでなく事務職員をはじめ多

様な専門性を持ったスタッフが連携・協働する体

制の整備が不可欠です。 
 令和５年度には「京田辺市立小中学校共同学校

事務室」を設置し、ＩＣＴ等の活用による事務の

効率化・平準化など事務機能の強化、教育環境の

充実に取り組んでいます。 

 変化が激しく、将来の予測が難しい時代におい

ては、推進役となる市役所組織の強化が必要とな

ります。 
市総合計画に掲げる施策を進め、「みんなが住

み続けたいと思えるまち」を実現するために、職

員が地域を支えるリーダーとして、市民との「つ

ながり」を大切にしつつ、自ら考え行動し、柔軟

に対応できる職員へと成長できるよう、令和３年

度には「京田辺市人材育成基本方針」を改訂しま

した。 
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６．実行プログラム進行管理表
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・ええまちつくろうカフェの開催

・ええまちつくろう事業補助金の運
用

・市民活動推進のための必要な機
能の検討

・ええまちつくろうカフェの開催

・ええまちつくろう事業補助金の運
用

・ええまちつくろう事業補助金の段
階的見直し

・ええまちつくろうカフェの開催

・ええまちつくろう事業補助金の運
用

・ええまちつくろうカフェの開催

・ええまちつくろう事業補助金の運
用

取
組
実
績

・ええまちつくろうカフェの開催（2
回）

・ええまちつくろう事業補助金の運
用(5件申請・４件交付)

・市民活動推進のための必要な機
能の検討

・ええまちつくろうカフェの開催（2
回）

・ええまちつくろう事業補助金の運
用(８件申請・８件交付)

・ええまちつくろうカフェの開催（2
回）

・ええまちつくろう事業補助金の運
用(１8件申請・１8件交付)

・ええまちつくろうカフェの開催（2
回）

・ええまちつくろう事業補助金の運
用（２０件申請・２０件交付見込み）

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０１　市民参画・多様な主体との協働の促進 ①　市民との協働の推進

市
民
部

市
民
参
画
課

市民や市民活動団体
等との協働によるまち
づくりを推進するた
め、市民活動団体等
が行う地域課題の解
決に繋がる公益的活
動を支援するととも
に、団体間の横断的
な連携促進のため、
市民活動団体の情報
交換会を開催します。
併せて、今後の市民
活動推進にあたって
必要な機能を検討し
ます。

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・市政、地域、大学教員、学生団体
等におけるニーズ把握

・（仮称）プロジェクトセンターの設
立準備

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースの運営

・京田辺市、同志社大学・同志社女
子大学連携研究事業の実施

・地域、大学教員、学生団体等にお
けるニーズ把握

・市民、学生、教員参加型のプロ
モーションパンフレットの発行

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースの運営

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースミーティングの開催

・京田辺市研究ニーズバンクの実
施

・京田辺市大学連携地域貢献研究
事業の実施

・地域、大学教員、学生団体等にお
けるニーズ把握

・広報京たなべにおける大学連携
特集の掲載

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースの運営

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースミーティングの開催

・京田辺市研究ニーズバンクの実
施

・京田辺市大学連携地域貢献研究
事業の実施

・地域、大学教員、学生団体等にお
けるニーズ把握

・広報京たなべにおける大学連携
特集の掲載

・広報京たなべにおける連携協定
締結大学の教員紹介

取組結果

取
組
実
績

・小中学校教諭、地域、大学職員等
への大学若しくは地域へのニーズ
調査（4月～8月）

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースの設立準備

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースの運用開始（令和３年３月よ
り）

・京田辺市、同志社大学・同志社女
子大学連携研究事業の研究者募
集及び研究者の決定

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースの運営

・京田辺市大学及び同志社大学・
同志社女子大学連携研究事業の
実施

・京田辺市研究ニーズバンクの実
施

・市民、学生、教員参加型の大学連
携情報誌の発行（令和４年１月）

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースミーティングの開催

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースの運営

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースミーティングの開催

・京田辺市研究ニーズバンクの実
施

・京田辺市大学連携地域貢献研究
事業の実施

・地域、大学教員、学生団体等にお
けるニーズ把握

・広報京たなべにおける大学連携
特集の掲載（令和４年１０月号）

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースの運営

・京田辺市大学連携ディスカバリー
ベースミーティングの開催

・京田辺市研究ニーズバンクの実
施

・京田辺市大学連携地域貢献研究
事業の実施

・広報京たなべにおける大学連携
特集の掲載（令和５年１１月号）

・広報京たなべにおける連携協定
締結大学の教員紹介（令和５年６
月号、８月号、令和６年１月号）

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０１　市民参画・多様な主体との協働の促進 ②　大学等との連携の推進

市
民
部

市
民
参
画
課

地域や小中学校など
様々な主体と大学と
の連携を推進するとと
もに、大学教員、学生
団体等が市全域を
フィールドとして研究・
活動が行いやすい環
境を作るための仕組
みづくりを行います。

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・子どもを対象とした男女共同参画
推進事業及び女性活躍の視点に
立った啓発事業（ポケット講座など）
を実施

・第２次男女共同参画計画の評価
及び課題検証、第３次計画を策定

・男女共同参画推進のための必要
な機能の検討

・子どもを対象とした男女共同参画
推進事業及び女性活躍の視点に
立った啓発事業（ポケット講座など）
を実施

・第３次男女共同参画計画に基づ
き地域や事業所へ向けた取組など
を実施

・子どもを対象とした男女共同参画
推進事業及び女性活躍の視点に
立った啓発事業（ポケット講座など）
を実施

第３次男女共同参画計画に基づき
地域や事業所へ向けた取組などを
実施

・子どもを対象とした男女共同参画
推進事業及び女性活躍の視点に
立った啓発事業（ポケット講座など）
を実施

第３次男女共同参画計画に基づき
地域や事業所へ向けた取組などを
実施

取
組
実
績

・子どもを対象とした男女共同参画
推進事業及び女性活躍の視点に
立った啓発事業（ポケット講座など）
を実施

・第２次男女共同参画計画の評価
及び課題検証を行い、第３次計画
を策定

・男女共同参画推進のための必要
な機能の検討

・子どもを対象とした男女共同参画
推進事業及び女性活躍の視点に
立った啓発事業（ポケット講座など）
を実施

・第３次男女共同参画計画に基づ
き地域や事業所へ向けた取組など
を実施

・子どもを対象とした男女共同参画
推進事業及び女性活躍の視点に
立った啓発事業（ポケット講座など）
を実施

・第３次男女共同参画計画に基づ
き地域や事業所へ向けた取組など
を実施

・子どもを対象とした男女共同参画
推進事業及び女性活躍の視点に
立った啓発事業（ポケット講座など）
を実施

・第３次男女共同参画計画に基づ
き地域や事業所へ向けた取組など
を実施

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０１　市民参画・多様な主体との協働の促進 ③　男女共同参画の推進

市
民
部

人
権
啓
発
推
進
課

令和３年度から１０年
間を計画期間とする
「第３次京田辺市男女
共同参画計画」を策
定し、男女共同参画
施策をより一層推進
する。併せて、今後の
男女共同参画推進に
あたって、必要な機能
を検討します。

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・各地域においてまちづくり協議会
の設立に向けた気運醸成

・まちづくり協議会に関する条例・規
則の検討等、制度設計

・各地域においてまちづくり協議会
の設立に向けた気運醸成

・まちづくり協議会に関する条例・規
則の制定等、枠組みを検討

・気運醸成の進む地域への支援、
「まちづくり協議会」の設立（１地域
程度）

・各地域においてまちづくり協議会
の設立に向けた気運醸成

・まちづくり協議会に関する条例・規
則の制定等、枠組みを検討

・モデルとなるまちづくり協議会に
対する支援

取
組
実
績

・市内の一部の地域において気運
の醸成が図られた。

・三山木地域において、まちづくり
協議会が設立された。

・松井ケ丘地域において、まちづく
り協議会の基盤となる組織が設立
された。

・市内の一部の地域において気運
の醸成が図られた。

・松井ケ丘地域及び三山木地域の
まちづくり協議会に対する支援を
行った。

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０１　市民参画・多様な主体との協働の促進 R3-1　地域運営組織「まちづくり協議会」による区・自治会活性化

市
民
部

市
民
参
画
課

地域の生活や暮らし
を守るため、区・自治
会、市民活動団体、
事業者、大学、PTAな
ど多様なまちづくりの
主体によって構成され
る地域課題解決のた
めの広域的なコミュニ
ティ組織を設立しま
す。

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・自主防災組織の育成補助

・防災士資格の取得補助

・避難所運営訓練の実施

・自主防災組織の育成補助

・防災士資格の取得補助

・避難所運営訓練の実施

・自主防災組織の育成補助

・防災士資格の取得補助

・避難所運営訓練の実施

・自主防災組織の育成補助

・防災士資格の取得補助

・避難所運営訓練の実施

取
組
実
績

・自主防災組織活動に対する助成
（２３組織）

・自主防災組織設立に向けた協議
を実施（２地区）

・防災士研修講座への受講費用補
助（３名）

・新型コロナウイルス感染拡大防止
により中止となった避難所運営訓
練の代替訓練として、シェイクアウ
ト訓練を開催（R2.11）

・自主防災組織活動に対する助成
（２１組織）

・自主防災組織を新規設立（１地
区）

・防災士資格取得講座への受講費
用補助（３名）

・シェイクアウト訓練を開催
（R3.11.5）

・大住小学校で避難所運営訓練を
実施（R3.11.14）

・大住小避難所運営マニュアルを
策定（R4配布）

・自主防災組織活動に対する助成
（２２組織）

・防災士資格取得講座への受講費
用補助（８名）

・シェイクアウト訓練を開催
（R4.11.2）

・三山木小学校で避難所運営訓練
を実施（R4.11.13）

・三山木小避難所運営マニュアル
を策定（R5配布）

・自主防災組織活動に対する助成
（２４組織）

・防災士資格取得講座への受講費
用補助（１８名）

・シェイクアウト訓練を開催
（R5.11.2）

・普賢寺小学校で避難所運営訓練
を実施（R5.11.12）

・普賢寺小避難所運営マニュアル
を策定（R6配布）

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０１　市民参画・多様な主体との協働の促進 ④　自主防災組織の育成指導

自主防災組織や防災
士の育成を通じて、市
民一人ひとりが防災
意識を持ち自助・共助
の取り組みを推進す
ることで、災害に強い
安全な地域社会を構
築します。

安
心
ま
ち
づ
く
り
室

安
心
ま
ち
づ
く
り
室

次期計画で引き続
き進行管理
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・区自治会にヒアリング、消防団に
対する認識調査を実施
　
・消防団組織の現状を分析、課題
を抽出
　
・在勤者、大学生、女性が入団しや
すい環境はどの様なものか調査研
究

・市役所消防分団を配置している他
市町の現況を調査研究

・区自治会にヒアリング、消防団に
対する認識調査を実施

・消防団組織の現状を分析、課題
を抽出

・在勤者、大学生、女性が入団しや
すい環境はどの様なものか調査研
究

・市役所消防分団を配置している他
市町の現況を調査研究

・区自治会ヒアリング調査結果や抽
出された消防団組織の課題への対
策を実施

・区自治会と消防団が連携を図り、
団員確保のための仕組みを構築

・在勤者、大学生、女性が入団しや
すい環境調査から得られた課題へ
の対策を実施

・区自治会、事業所等に入団促進
活動を実施

・既存の少人数分団の存続方法を
検討

・団本部付け消防団員の拡充を促
進

取
組
実
績

・消防団員の処遇改善のため消防
団本部役員会議を開催

・消防団員の処遇改善として、消防
団員報酬の個人銀行口座振込み
を完了

・各分団ごとに教養訓練を実施

・処遇改善として令和４年度から出
動報酬を個人口座へ振り込み実施

・処遇改善として年末警戒の見直
し、小型ポンプの軽量化、入団促進
活動として二十歳の集いにおける
資料配布等を実施

・消防団組織の活性化に向けて、
休部分団の復活や組織体制を含め
継続して取組みを継続

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０１　市民参画・多様な主体との協働の促進 ⑤　消防団組織強化による地域消防力の向上

地域消防力を維持す
るため、消防団組織
（３０部）を改編、分団
（５分団）単位の消防
団活動を効率的に実
施できる体制を構築
するとともに、入団促
進活動を各種行事等
において実施します。
また、市役所職員を
始め市内事業所勤務
者、女性、大学生にも
入団を促し条例定数
の確保を図ります。

消
防
本
部

消
防
総
務
課

次期計画で引き続
き進行管理
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・茶摘みボランティア派遣事業の実
施

・関係団体、グループへの玉露の
淹れ方等教室活動受け入れ要望
調査

・「市民の茶交流事業」によるお茶
を通じた市民交流機会の創出

・茶摘みボランティア派遣事業の実
施

・地域でのサロン活動における玉
露の淹れ方等教室の実施

・「市民の茶交流事業」によるお茶
を通じた市民交流機会の創出

・マルシェ等への参加を促進、市内
農産物の消費拡大・普及啓発

・茶摘みボランティア派遣事業の実
施

・地域でのサロン活動における玉
露の淹れ方等教室の実施

・「市民の茶交流事業」によるお茶
を通じた市民交流機会の創出

・マルシェ等への参加を促進、市内
農産物の消費拡大・普及啓発

・茶摘みボランティア派遣事業の実
施

・地域でのサロン活動における玉
露の淹れ方等教室の実施

・「市民の茶交流事業」によるお茶
を通じた市民交流機会の創出

・マルシェ等への参加を促進、市内
農産物の消費拡大・普及啓発

取
組
実
績

・茶摘みボランティア派遣事業の実
施については、新型コロナの感染
拡大防止のため派遣を中止

・玉露の淹れ方等教室活動受け入
れ要望調査については、関係団
体・グループが新型コロナの感染
拡大防止のため、活動を自粛中に
より未実施

・「市民の茶交流事業」によるお茶
を通じた市民交流機会の創出につ
いて、新型コロナの感染拡大防止
対策を踏まえ開催に向けて市民団
体と内容を検討中

・茶摘みボランティアについては、
茶農家と協議し、他の摘み子確保
の取組みとあわせて検討

・その他事業の実施に代えて、「京
田辺のお茶を考える会」が実施す
る市民向けPR事業を支援する形
で、普及啓発を実施

 
・ボランティア事業を通し、摘み娘
の担い手の確保を目的としたもの
の継続的な参加は見込めなかった
ため、事業を中止

・「茶の淹れ方教室」については、
田辺東幼稚園にて実施

・その他事業については、市民活動
が従前どおりの復活をみせてない
中、実施には至らなかった。

 
・ボランティア事業を通し、摘み娘
の担い手の確保を目的としたもの
の継続的な参加は見込めなかった
ため、事業を中止

・「茶香服体験」について、東林区
民の集いにて実施。

・「玉露の淹れ方講座」について、
大住老人会及び田辺東幼稚園にて
実施。

・「キッズ茶ムリエ検定」（共催）（１１
月）にて実施。

・「市民の茶交流事業」について
は、計画策定時に想定していた内
容が困難であったため中止

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０１　市民参画・多様な主体との協働の促進 ⑥　市民等との協働による京田辺玉露のブランド形成

産業の担い手を確保
するため、茶摘みボラ
ンティアを育成すると
ともに、高齢者サロ
ン、子育てサロン等に
参加し、京田辺玉露
のＰＲ、玉露の淹れ
方・飲み方教室の開
催、市民農園や茶摘
み作業への参加の勧
奨を行うことにより、
本市特産の農産品に
親しみ、農業に参加
する機会を創出しま
す。

経
済
環
境
部

農
政
課

次期計画で引き続
き進行管理
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・情報誌の発行（全戸配布）

・小学生への環境学習の実施

・環境フェスタや環境セミナーの実
施など

・啓発冊子等の発行

・小学生への環境学習の実施

・環境フェスタや環境セミナーなど
の実施

・京田辺市地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）改訂版等の見直し

・京田辺市地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）改訂版等の見直し

・実行計画（区域施策編）等の事業
実施

取
組
実
績

・COOL CHOICE学習ハンドブックを
作成（市内公立小学校の４年生に
配布）

・小学生への環境学習の実施

・京田辺市COOL CHOICE展示・体
験会＆環境啓発アニメ上映会の開
催

・「ゼロカーボンシティ」を宣言

・COOL CHOICE学習ハンドブックを
作成（市内公立小学校の４年生に
配布）

・小学生への環境学習の実施

・京田辺市COOL CHOICE展示・体
験会の開催

・京田辺市地球温暖化対策実行計
画（区域施策編）改訂版等の見直し
に係るアンケート調査（市民・事業
者）の実施及び委員会の開催

・第2次京田辺市地球温暖化対策
実行計画（区域施策編）を策定

・「京田辺気候変動市民会議」を立
ち上げ、市長へ提言

・緑のカーテン説明会、環境フェス
タ、環境セミナー等の開催

・京田辺気候変動市民会議の構成
員により、生ごみコンポストの普及

・地球温暖化対策実行計画と環境
基本計画を統合し、地球環境を中
心とした、環境の総合的な計画の
策定を開始

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０１　市民参画・多様な主体との協働の促進 ⑦　市民との協働による地球温暖化対策活動の推進

本市地球温暖化対策
実行計画のCO2削減
目標を達成するため、
国の特定財源を活用
して市民に低炭素型
の商品・サービスの利
用といった賢い選択を
促す「COOL
CHOICE」を展開、家
庭や個人の積極的な
地球温暖化対策への
取組の拡大・定着を
目指します。

経
済
環
境
部

環
境
課

次期計画で引き続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・農地利用最適化推進会議を開
催、委員間で情報共有

・利用状況調査（農地パトロール）
を実施、農地の出し手や借り手の
意向を把握

・地域農業のあり方等について農
業者と意見交換、地区会議等へ参
加

・農地利用最適化推進会議を開
催、委員間で情報共有

・利用状況調査（農地パトロール）
を実施、農地の出し手や借り手の
意向を把握

・地域農業のあり方等について農
業者と意見交換、地区会議等へ参
加

・農地利用最適化推進会議を開
催、委員間で情報共有

・利用状況調査（農地パトロール）
を実施、農地の出し手や借り手の
意向を把握

・地域農業のあり方等について農
業者と意見交換、地区会議等へ参
加

・農地利用最適化推進会議を開
催、委員間で情報共有

・利用状況調査（農地パトロール）
を実施、農地の出し手や借り手の
意向を把握

・地域農業のあり方等について農
業者と意見交換、地区会議等へ参
加

・農業委員、農地最適化推進委員
の改選（7月初総会の開催）

取
組
実
績

・農地利用最適化推進会議を開
催、委員間で情報共有

・利用状況調査（農地パトロール）
を実施、農地の出し手や借り手の
意向を把握

・地域農業のあり方等について農
業者と意見交換、地区会議等へ参
加

・農地利用最適化推進会議を開
催、委員間で情報共有

・利用状況調査（農地パトロール）
を実施、農地の出し手や借り手の
意向を把握

・地域農業のあり方等について農
業者と意見交換、地区連絡会議等
へ参加

・農地利用最適化推進会議を開
催、委員間で情報共有

・利用状況調査（農地パトロール）
を実施、農地の出し手や借り手の
意向を把握

・地域農業のあり方等について農
業者と意見交換、地区連絡会議等
へ参加

・農地利用最適化推進会議を開
催、委員間で情報共有

・利用状況調査（農地パトロール）
を実施、農地の出し手や借り手の
意向を把握

・地域農業のあり方等について農
業者と意見交換、地区連絡会議等
へ参加

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０１　市民参画・多様な主体との協働の促進 ⑧　農業者等との協働による農地等の利用の最適化の推進

京田辺市農業委員会
「農地の利用の最適
化の推進に関する指
針」に基づいて、農業
者等と協働し農地等
の利用の最適化の推
進に取組みます。

農
業
委
員
会
事
務
局

農
業
委
員
会
事
務
局

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・企画広報の実施

・ホームページの充実

・SNSの活用

・出前講座・施設見学会の充実

・広報紙のリニューアル

・ホームページの充実

・ＬＩＮＥ等SNSを活用したプッシュ型
広報の充実

・出前講座・施設見学会の充実

・市民みらいミーティングの開催

・企画広報の実施

・ホームページの充実

・ＬＩＮＥ等SNSを活用したプッシュ型
広報の充実

・出前講座・施設見学会の充実

・市民みらいミーティングの開催

・市民満足度調査の実施

・くらしの便利帳（改訂版）を発行

・市勢要覧（改訂版）を発行

・広報紙で特集企画を実施

・ホームページの充実

・ＬＩＮＥ等SNSを活用したプッシュ型
広報の充実

・出前講座・施設見学会の充実

・市民みらいミーティングの開催

取
組
実
績

・新型コロナウイルス感染症の状況
変動に対応した広報を実施

・特集記事に係るテーマを検討

・ホームページに新型コロナウイル
ス感染症に関する特設コンテンツを
作成

・フェイスブックに加え、ツイッターで
の情報発信を強化

・LINE公式アカウントの設定・運用
テストを実施

・出前講座を開催（16回）

・市民みらいミーティングを開催（8
回）

・新型コロナウイルス感染症の状況
変動に対応した広報を実施

・広報紙をリニューアル

・ホームページをバージョンアップ

・LINEの運用を開始

・出前講座を開催（21回）

・市民みらいミーティングを開催（5
回）

・広報紙で特集企画を実施（12回）

・LINEクーポンを発行

・出前講座を開催（22回）

・市民みらいミーティングを開催（5
回）

・市民満足度調査を実施

・くらしの便利帳（改訂版）を発行

・市勢要覧（改訂版）を発行

・広報紙の特集企画（12回）

・LINEを活用した市民アンケートを
実施（16回）

・出前講座を開催（33回）

・魅力発見バスツアー（2回）

・市民みらいミーティングを開催（6
回）

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０２　広報広聴機能の充実 ⑨　まちの情報発信機能の充実

地域の課題やタイム
リーなテーマについて
の特集記事の掲載な
どを通じ、まち・人の
魅力を伝える広報紙
づくりを進めるととも
に、ホームページや
SNS等を利用した情
報発信と広聴機能の
充実に努めます。

企
画
政
策
部

秘
書
広
報
課

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・議会だよりやホームページで広報

・インターネットでの議会中継、録画
配信、会議録のパソコン、スマート･
デバイスによる視聴・閲覧の広報

・議会だよりにおける紙面形式、ＩＣ
Ｔ活用等の検討、実施

・委員会のインターネット中継を含
む議会改革の検討

・議会だよりやホームページで広報

・インターネットでの議会中継、録画
配信、会議録のパソコン、スマート･
デバイスによる視聴・閲覧の広報

・議会だよりにおける紙面形式、ＩＣ
Ｔ活用等の検討、改善

・インターネットでの委員会の中継、
録画配信の実施

・議会のICT化の推進（タブレット端
末の導入によるペーパーレス化の
推進。試行実施）

・FBの利活用検討

・議会だよりやホームページで広報

・インターネットでの議会中継、録画
配信、会議録のパソコン、スマート･
デバイスによる視聴・閲覧の広報

・議会だよりにおける紙面形式、ＩＣ
Ｔ活用等の検討、改善

・インターネットでの委員会の中継、
録画配信の実施

・議会のICT化の推進（タブレット端
末の導入によるペーパーレス化の
推進。本格実施）

・ＳＮＳ利活用計画の策定

・議会だよりやホームページで広報

・インターネットでの議会中継、録画
配信、会議録のパソコン、スマート･
デバイスによる視聴・閲覧の広報

・議会だよりにおける紙面形式、ＩＣ
Ｔ活用等の検討、改善

・インターネットでの委員会の中継、
録画配信の実施効果検証

・議会のICT化の推進（タブレット端
末の導入によるペーパーレス化の
推進。本格実施後のペーパーレス
化の成果検証）

・ＳＮＳ利活用の実施

取
組
実
績

・R2年中の議会ごとの開催状況、
議案等の審議内容について、議会
だよりやホームページでの広報を
実施

・インターネットでの議会中継、録画
配信、会議録のパソコン、スマート･
デバイスによる視聴・閲覧を実施。
各委員会でのインターネット中継、
録画配信の実施に向けた準備

・議会だよりのＡ４化に向けて検
討、タブレット端末導入に向け準備

・議会改革特別委員会において検
討された議会ICT化・広報広聴に関
することを報告書にとりまとめ

・各委員会のインターネット中継、
録画配信を実施(R3..6月～）

・広報広聴特別委員会において、
議会だよりＡ４化に向けた検討を実
施

・広報広聴特別委員会（議会事務
局）において、フェイスブックへの議
会情報発信を実施(R3.10～）

・京田辺市議会タブレット端末及び
議会文書情報共有システム等使用
基準策定

・議会だよりのＡ４版化(１２月１日号
～）

・ホームページの情報更新

・フェイスブックで常任委員会開催
結果概要の動画を発信

・常任委員会のインターネット中継
における休憩中及び会議終了の表
示をデジタル化

・議会だよりの掲載内容の精査

・フェイスブックで常任委員会開催
結果概要の動画を発信

・タブレット端末のさらなる活用方法
について調査

・議会広報活動の定例化（市民アン
ケート他）

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０２　広報広聴機能の充実 ⑩　広報やＩＣＴの活用・充実等による情報発信力の強化

インターネットでの議
会中継・録画配信、会
議録について、パソコ
ン、スマート・デバイス
での視聴・閲覧を広報
することにより利用者
を増やします。また、
議会だよりやホーム
ページを通じて議会の
情報を広報するととも
に、ＩＣＴの活用を検討
します。

議
会
事
務
局

議
会
事
務
局

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・先進事例の調査 ・推進体制の構築

・オープンデータ取組方針及びガイ
ドライン策定

・データの整備、加工

・データの整備及び加工

・データの公開

・データの更新

取
組
実
績

・オープンデータの調査研究の実施

・令和３年度以降の進め方、事務工
程の方針を決定

・オープンデータガイドラインを策定
（R4.3）

・オープンデータガイドラインの市
ホームページへの掲載（R4.4）

・月次人口データの整備及び加工

・月次人口データの公開

・月次人口データの整備及び加工

・月次人口データの公開

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０３　透明性・信頼性の高い行政の推進 ⑪　オープンデータの取組みの推進

市民の利便性向上と
地域経済の活性化を
図るため、個人情報を
除く市の保有情報を
広くオープンデータと
して公開します。

総
務
部

総
務
室

※ＤＸ推進計画へ
移行

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・歴史公文書の選定、適切な保存

・書庫拡充の検討

・各文書保存スペースの運用方針
の検討

・歴史公文書の選定、適切な保存

・書庫内図面整理と書棚追加準備

・文書保存方法の見直し及び試行

・歴史公文書の選定、適切な保存

・書庫内書棚の追加

・電子決裁の試行

・新たな文書保存方法の試行

・歴史公文書の選定、適切な保存

・電子決裁の実施

・新たな文書保存方法の実施

取
組
実
績

・歴史公文書の保存作業の実施

・書庫拡充を検討したが、予定して
いた庁舎内倉庫を、書庫に転用で
きないこととなったため、別の効率
的な手段により、適正な文書管理
を進めることとした。

・20年保存文書の引継事務要領の
策定

・旧永年保存文書の文書整理に伴
い、保存スペースを確保し、20年保
存文書の引継ぎの受付開始

・20年保存文書の引継作業の実施

・歴史公文書の保存作業の実施

・書庫内に新たな書棚を導入する
ため、設置にかかる費用を算出

・新たな文書保存方法について、課
内にて試行を開始

・２０年保存文書の引継ぎ作業の実
施

・歴史公文書の保存作業の実施

・書庫内の図面等を整理し、既存の
書棚を撤去することで、新たに手動
書架を設置

・新たな文書保存方法の試行を実
施

・２０年保存文書の引継ぎ作業の実
施

・歴史公文書の保存作業の実施

・電子決裁の運用開始に向けた例
規の改正、運用方法の検討、操作
マニュアルの作成を実施

Ⅰ　市民と行政のパートナーシップの構築 ０３　透明性・信頼性の高い行政の推進 ⑫　文書管理の適正化推進

歴史的価値を有する
文書を、歴史公文書と
して適切に保存しま
す。
また、文書保存スペー
スの運用方針を策定
するとともに、文書保
存スペースの確保に
努めます。

総
務
部

総
務
室

※ＤＸ推進計画へ
移行

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・マイナンバーカード普及のための
広報

・マイナポイントを活用した消費活
性化事業の支援

・マイナンバーカードを健康保険証
として利用運用準備

・マイナンバーカード普及のための
広報

・マイナポイントを活用した消費活
性化事業の支援

・マイナンバーカードの健康保険証
としての初期設定支援

・マイナンバーカードを健康保険証
として利用運用開始

・マイナンバーカード普及のための
広報

・マイナンバーカードの健康保険証
としての初期設定支援

・マイナンバーカードを利用したオン
ライン手続環境の構築

・マイナンバーカード普及のための
広報

・マイナンバーカードの健康保険証
としての初期設定支援

・マイナンバーカードを利用したオン
ライン手続の開始

取
組
実
績

・マイナンバーカード取得、マイナポ
イント等について広報紙・ホーム
ページに掲載

・市内掲示板にマイナポイントにつ
いてのポスター掲示

・庁舎２階におけるマイナポイント
予約・申込及び健康保険証利用申
込の支援

・国民健康保険についてはオンライ
ン資格確認に向けたシステム改修
完了

・後期高齢医療保険については、8
月の被保険者証更新時にマイナン
バーカードが健康保険証として利
用可能となる周知チラシを同封、広
域連合と連携し、情報連携に必要
なデータ等の準備作業を実施

・マイナンバーカード取得、マイナポ
イント等について広報紙・ホーム
ページに掲載

・市内掲示板にマイナポイントにつ
いてのポスター掲示

・庁舎２階におけるマイナポイント
予約・申込及び健康保険証利用申
込の支援

・マイナポイントに関する広報（広報
紙、ホームページ、庁舎デジタルサ
イネージでの動画放映等）

・マイナンバーカードの健康保険証
としての初期設定・マイナポイント
申込支援

・マイナンバーカードを利用したオン
ライン手続環境の構築

・マイナンバーカードの健康保険証
利用についてホームページに掲載
した。

・マイナンバーカードの健康保険証
利用案内チラシをカウンター脇に配
架

・国保人間ドック助成案内送付の
際、マイナンバーカードの健康保険
証利用案内チラシを同封

・マイナンバーカードの健康保険証
利用についてホームページに掲載

・マイナンバーカードの健康保険証
利用案内チラシを窓口に配架

・国民健康保険の被保険者証更新
の際、マイナンバーカードの健康保
険証利用案内チラシを同封

・マイナンバーカードの健康保険証
としての初期設定支援

・マイナポイント申込支援

・京たなべマイナポイント事業の実
施

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０１　市民サービスの向上 ⑬　マイナンバーカードの取得推進と窓口サービスの向上

今後、より一層マイナ
ンバーカードの取得が
進むよう普及広報に
努めるとともに、国民
健康保険・後期高齢
者医療保険において
健康保険証として利
用するなど窓口サー
ビスの向上に努めま
す。

総
務
部
・
市
民
部

デ
ジ
タ
ル
情
報
課
・
国
保
医
療
課

※ＤＸ推進計画へ
移行

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・市立こども園の運営・保育内容の
検討

・幼保合同研修会の開催

・組織機構の再編（輝くこども未来
室への幼稚園業務、保育所業務の
一元化）

・市立こども園の運営・保育内容の
検討

・幼保合同研修会の開催

・市立こども園の運営・保育内容の
決定

・大住こども園開園準備会の開催

・幼保合同研修会の開催

取
組
実
績

・大住こども園開園準備会の開催

・輝くこども未来室への幼稚園業
務、保育所業務の一元化

・大住こども園開園準備会を開催、
こども園の運営・保育内容を検討

・幼保合同研修会の開催

・京田辺市幼稚園・保育所・こども
園共通教育・保育カリキュラムの策
定

・大住こども園開園準備に係るプロ
ジェクト会議の開催（22回）

・幼保合同研修会の開催（5回）

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０１　市民サービスの向上 ⑭　幼児教育・保育の一体的提供体制の構築

市立こども園の開園
に向けて運営・保育内
容の検討を進めるほ
か、質の高い幼児教
育・保育を提供するた
めの幼保合同研修会
を開催します。また、
組織機構の再編を行
い、幼稚園・保育所業
務を一元化して市民
サービスの向上を図
ります。

輝
く
こ
ど
も
未
来
室

輝
く
こ
ど
も
未
来
室

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・受入枠拡充に向けた民間事業者
による施設整備の支援

・保育時間延長の方策決定、準備

・民間委託による受け入れ枠の拡
充

・保育時間延長の方策決定、準備

・民間委託による施設運営

・保育時間延長の方策決定、準備

取
組
実
績

・受入枠拡充に向けたみんなのき
倶楽部の施設整備の支援

・保育時間延長について、留守家
庭児童会主任会議で検討

・みんなのき俱楽部へ運営一部を
委託し、受入れ枠を拡充した。

・留守家庭児童会SOLA（空）を放課
後児童健全育成事業者に認定し、
令和４年度からの受入れ枠の拡充
に向けた準備を行った。

・留守家庭児童会ＳＯＬＡ（空）が新
設され、その運営に対し、補助を
行った。このことにより、市全体の
受入定員が２０名増加した。

・留守家庭児童会ＳＯＬＡ（空）で
は、保育時間を午前７時から午後７
時まで（土曜日は午前７時から午後
４時まで）に延長し、保育を行った。

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０１　市民サービスの向上 ⑮　留守家庭児童会のサービスの向上

保護者が就業などに
より昼間にいない家
庭の児童を対象に、
放課後の遊びや生活
の場を提供し、児童の
健全育成を図る留守
家庭児童会の運営に
ついて、民間事業者
による受入児童数の
拡大や保育時間の延
長等、一層のサービ
ス向上を図ります。

教
育
部

社
会
教
育
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・基本計画策定

・施設整備基本設計及び実施設計

・中学校受入施設設計

・施設整備基本設計及び実施設計

・中学校受入施設設計

・施設整備実施設計

・施設整備工事

・中学校受入施設設計

・施設整備工事

・各中学校受入施設工事

取
組
実
績

・「京田辺市中学校給食基本計画」
を策定

・施設整備基本設計及び実施設計
業務の発注

・中学校受入施設設計業務の発注

・中学校給食施設新築工事基本設
計の策定

・中学校給食施設新築工事実施設
計の着手

・中学校配膳室及び培良中学校Ｅ
Ｖ棟新築工事基本設計の策定

・中学校配膳室及び培良中学校EV
棟新築工事実施設計の着手

・中学校給食施設新築工事実施設
計の策定

・（仮称）学校給食センター新築等
工事の着手

・中学校配膳室及び培良中学校Ｅ
Ｖ棟新築工事実施設計の策定

・学校給食配送用電気トラック賃貸
借契約の締結

・（仮称）学校給食センター新築等
工事

・田辺・大住中学校配膳室新設工
事

・培良中学校配膳室等新設工事

・学校給食配送用電気トラックの配
備

・学校給食センター調理等業務の
試運転開始

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０１　市民サービスの向上 ⑯　中学校給食の実施による教育環境の整備

「中学校給食実施基
本方針」に基づき、セ
ンター方式を軸に候
補地を選定し、中学校
給食の早期実現を目
指すとともに、小学校
給食施設の老朽化に
伴う課題も踏まえて、
総合的な視点で取組
を進めます。

教
育
部

学
校
給
食
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・一部負担額の見直しの検討

・検診方法の見直しの検討

・一部負担額の見直しの検討

・検診方法の見直しの検討

・一部負担額の見直しの検討

・検診方法の見直しの検討

・一部負担額の見直しの検討

・検診方法の見直しの検討

取
組
実
績

・京都府下１３市の自己負担金につ
いて調査した結果、妥当な自己負
担金の額であった。検診方法の変
更や診療報酬改定などの機会に、
整理を図りながら、見直しに向けて
引き続き検討することとした。

・京都府下１３市の自己負担金につ
いて調査した結果、妥当な自己負
担金の額であった。診療報酬改定
などの機会に、整理を図りながら、
見直しに向けて引き続き検討する
こととした。

・乳がん検診（集団）を撤廃し、個別
検診に一本化する方向で検討し、
令和４年度から変更する。

・京都府下１３市の自己負担金につ
いて調査した結果、妥当な自己負
担金の額であった。

・引き続き、診療報酬改定などの機
会に、自己負担額を見直し、再検
討することとした。

・乳がん検診（集団）を撤廃し、個別
検診に一本化した。

・自己負担金については、受診率
の低迷を踏まえ、がんの早期発
見、将来的な医療費の削減を優
先、当面は負担額を据え置き

・公費と自己負担のバランスを検討
するための調査は継続

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０２　サービスの公平性の確保、受益者負担の見直し ⑰　各種がん検診の一部負担額の見直しと経費削減

各種がん検診の一部
負担額について、京
都府内の他市町村の
状況を踏まえつつ、一
部負担額の見直しに
より受益者負担を適
正化するとともに、検
診方法の見直し等に
より経費削減を図りま
す。

健
康
福
祉
部

健
康
推
進
課

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・駐輪場利用状況の継続した調査
と分析の実施

・無料駐輪場管理条例の制定

・ハローワーク裏駐輪場利用環境
向上策の実施

・駐輪場利用状況の継続した調査
と分析の実施

・無料駐輪場管理条例の適切な運
用

・駐輪場利用状況の継続した調査
と分析の実施

・無料駐輪場管理条例の適切な運
用

・駐輪場利用状況の継続した調査
と分析の実施

・無料駐輪場管理条例の適切な運
用

取
組
実
績

・駐輪場利用状況の継続した調査
と分析を実施、利用状況の傾向を
把握

・分析結果を用いて無料駐輪場の
長期滞留自転車等の撤去業務の
実施回数を利用状況にあった回数
に削減し、委託料を削減

・無料自転車駐車場条例を制定

ハローワーク裏駐輪場整理業務を
強化し、利用環境を向上

・駐輪場利用状況の継続した調査
と分析を実施、利用状況の傾向を
把握

・10月1日の無料自転車駐車場条
例の施行に向けた周知・啓発と、施
行後の利用状況調査

・無料自転車駐車場条例に基づ
き、無料自転車駐車場における長
期滞留自転車等及び自転車専用と
なった自転車駐車場における原付
等の撤去、返還

・駐輪場利用状況の継続した調査
と分析を実施、利用状況の傾向を
把握

・無料自転車駐車場条例の施行に
より自転車専用となった自転車駐
車場における施行後の利用状況調
査

・無料自転車駐車場条例に基づ
き、無料自転車駐車場における長
期滞留自転車等の撤去、返還

・ハローワーク裏及び十曽公園の
自転車駐車場から原付バイクを排
除、田辺地区の駐輪場を適正化

・無料自転車駐車場条例の施行に
より自転車専用となった自転車駐
車場における施行後の利用状況調
査

・無料自転車駐車場条例に基づ
き、無料自転車駐車場における長
期滞留自転車等の撤去、返還

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０２　サービスの公平性の確保、受益者負担の見直し ⑱　田辺地区駐輪場適正化と市内無料駐輪場の適正利用

市の中心拠点である
田辺地区の駐輪場に
ついて、適正化を検討
します。また市内無料
駐輪場の適正利用に
ついては、無料駐輪
場管理条例を制定し、
長期滞留自転車等に
対する保管手数料の
徴収を検討します。

建
設
部

計
画
交
通
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・学校体育館照明のLED化にあわ
せ、徴収方法を検討

・学校施設における機械警備の導
入

・宿直員の廃止等に伴う学校開放
事業の制度の見直し検討

・学校開放事業における照明の使
用料徴収に係る方向性決定

取
組
実
績

・学校施設利用団体を調査

・学校機械警備導入における仕様
について、関係部局と協議

・学校機械警備導入自治体事例
（施設借用方法・徴収方法）を調査
研究

・学校開放事業に係る制度・運用を
見直し

・学校開放事業に係る関係例規を
改正・整理

・学校開放事業の新制度に伴う現
地説明会を開催

・新制度運用開始（R3.9月～）

・学校開放事業における照明の使
用料徴収に係る方向性決定
　（方向性：有料化はせず現状維持
の運用とする）

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０２　サービスの公平性の確保、受益者負担の見直し ⑲　学校体育館照明料の徴収

受益と負担の公平性
確保のため、学校体
育館の使用にあたっ
て、現在すでに徴収を
行っているグランドと
同様に照明料を新規
徴収します。

市
民
部

文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
振
興
課 完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・減免基準減免対象団体等の検討 ・関係例規等の改正と市民・利用者
への周知

・中央公民館、北部・中部住民セン
ターの３館で減免基準の見直しに
関する協議継続

・中央公民館、北部・中部住民セン
ターの３館で減免基準の見直しに
関する協議継続

取
組
実
績

・中央公民館、北部・中部住民セン
ターの３館で、過去の経過の確認
及び今後の方向性を協議

・類似団体（全国86市の内、45市を
抽出）へのアンケート調査内容の項
目の洗い出し,アンケート調査の実
施及び回答集計

・各課が指導援助している団体へ
の減免に関するアンケート調査内
容の協議及びアンケート調査の実
施

・各施設利用団体・サークル等への
減免に関するアンケート調査内容
の協議

・減免基準の見直しについて中央
公民館、北部・中部住民センターの
３館で実施に向けて協議を重ねた。

・減免基準の見直しの時期につい
ては、一旦数年後の住民センター
等の改修時期に行う方向で検討を
重ねていくこととし、見直しの内容
についても引き続き３館で協議を行
う。

・減免基準の見直しについて引き
続き、関係部局間の協議を行った。

・減免基準の見直しについて、引き
続き関係部局間の協議を継続

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０２　サービスの公平性の確保、受益者負担の見直し ⑳　市立文化施設の減免基準等の見直し

教
育
部

、
市
民
部

社
会
教
育
課

、
市
民
参
画
課

市立文化施設につい
て、受益と負担の公
平性を確保するため、
現在運用している減
免基準の見直しを行
います。

次期計画で引き続
き進行管理

未完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・料金徴収の検討

・関係例規の整理

・有料運動公園施設の使用料を改
定

・備品管理適正化のあり方検討

・有料公園施設等の使用料改定に
よる効果検証

・備品管理適正化の方向性決定

取
組
実
績

・近隣自治体事例を調査

・使用料収入額及び徴収コストを試
算

・照明料及び空調料を含めた使用
料という整理で、有料公園施設等
の使用料を改定

・有料公園施設等の使用料改定に
係る広報を実施

・有料公園施設等の使用料改定に
係る影響等について、指定管理者
との定例会において効果検証を実
施

・有料公園施設等の利用者アン
ケートにおいて、使用料改定に係る
意見聴取を実施

・備品管理適正化の方向性決定
　（方向性：有料化はせず現状維持
とする）

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０２　サービスの公平性の確保、受益者負担の見直し ㉑　田辺中央体育館備品管理の適正化

田辺中央体育館備品
の使用にあたって、施
設外への貸出しにつ
いての有料化を含め
た備品管理の適正化
を図ります。

市
民
部

文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・活用できるシステムについて、部
局横断的に選定・検討・検証

・高い効果が見込まれるシステム
は先行導入、運用開始

・システム導入、運用開始

・庁内チャットツール（logoチャット）
の本格導入

・WEBフォーム作成ツール（logo
フォーム）の本格導入

・テレワーク環境の整備（事務端末
の更新）

取
組
実
績

・テレワーク環境を整備

・庁内チャットツール（logoチャット）
を試験導入

・WEBフォーム作成ツール（logo
フォーム）を試験導入

・庁内チャットツール（logoチャット）
の本格導入と「どこでも内線機能」
の導入によるテレワーク環境の充
実

・WEBフォーム作成ツール（logo
フォーム） をの本格導入による行政
手続デジタル化に向けた環境整備

・事務端末の更新による柔軟な執
務体制の構築

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０３　次世代型行政サービスへの転換 ㉒　ＩＣＴを活用した事務作業の効率化

ＩＣＴの新技術（AI-
OCR、RPA等）を活用
して全庁的な職員の
事務作業の効率化を
図ります。

総
務
部

デ
ジ
タ
ル
情
報
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・入所AIマッチングシステムを導
入、「保育所等利用選考基準」をシ
ステムに反映、過年度の選考結果
を用いて検証

・次年度入所調整よりシステムを本
格稼働

・年度途中の入所調整及び次年度
入所調整において、システムを活
用

取
組
実
績

・入所AIマッチングシステムの導入
委託

・R3年度4月の基準を反映した上で
の検証・修正

・R3年度4月入所調整実施

・R4年度4月の基準を反映した上で
の検証・修正

・R4年度4月入所調整実施

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０３　次世代型行政サービスへの転換 ㉓　保育所入所調整におけるＡＩの活用

入所希望の増加等に
より事務が繁雑となっ
ている保育所入所調
整において、入所AI
マッチングシステムを
導入することにより、
事務の効率化、人件
費等の削減を図りま
す。

輝
く
こ
ど
も
未
来
室

輝
く
こ
ど
も
未
来
室

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・（仮称）ＤＸ推進計画の策定 ・計画に基づく事業の推進、進捗管
理

取
組
実
績

・DX推進計画（基本計画・実行計
画）の策定

・DX推進本部の設置、会議開催

・DX推進計画　実行計画の取組進
捗管理

・DX推進研修の実施

・留守家庭児童会の継続利用申込
みのオンライン化

・AIチャットボットの運用開始

Ⅱ　より質の高い行政サービスの提供 ０３　次世代型行政サービスへの転換 R4-1　ＤＸ（デジタル・トランスフォーメーション）の推進

ＤＸ（デジタル・トランス
フォーメーション）の実
現に向けて、デジタル
化による市民生活の
利便性向上や行政運
営の効率化を図るた
め、庁舎横断的推進
体制を整備するととも
に、政策立案、人材育
成等を進める。

総
務
部

デ
ジ
タ
ル
情
報
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・公会計システム改修に向けたシス
テム業者との協議

・活用方法の検討

・現行データを用いてのセグメント
別の財務書類作成を研究

・活用方法の検討

・財務書類の活用（セグメント別分
析等）に向け、システムを更新

・財務種類の活用（セグメント別分
析等）に向け、既存資産を整理更
新

取
組
実
績

・システム業者との調整を実施

・受益者負担の適正化等に取り組
む際の参考資料としての活用方法
を検討

・甘南備園建替の国補助事業に必
要となる環境省独自の財務書類４
表の作成にあたって、当課所有の
資料を提供

・財務４表の作成

・財務書類を、循環型社会形成推
進交付金申請に必要となる一般廃
棄物会計基準に活用〔清掃衛生
課〕

・公共施設総合管理計画改定にお
いて、建築物施設の主な資産に関
する延床面積、建築年度、減価償
却等の固定資産情報を活用〔企画
調整室〕

・財務書類の活用に向け、公会計
システムの更新を行うとともに、税
理士事務所の助言、支援を受け、
仕訳処理や固定資産を整理

・セグメント分析を念頭に固定資産
を更新

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉔　統一基準による財務書類の行財政運営への活用

統一基準による財務
書類によって、建設施
設の建設費用（イニ
シャルコスト）だけでな
く、維持管理費用や更
新費用（ライフサイク
ルコスト）までを含め
て検討できるよう、施
設別事業別行政コス
ト計算書等を作成、行
財政運営において積
極的に活用します。

総
務
部

財
政
課

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・上下水道事業経営審議会から答
申

・下水道ビジョン、上下水道事業経
営戦略の策定

・経営戦略を踏まえた料金改定を
市議会に上程

・新たな料金体系の導入 ・前年度決算に基づき、上下水道
事業の収支バランスを確認

・次期料金算定期間に向けた準備

・前年度決算に基づき、上下水道
事業の収支バランスを確認

・次期料金算定期間に向けた準備

取
組
実
績

・上下水道事業経営審議会から答
申（上下水道事業経営のあり方）の
提出を受理

・経営審議会の答申の内容を経営
会議での報告を経て市議会建設経
済常任委員会にて報告

・令和2年12月議会において、京田
辺市水道事業及び下水道事業の
設置等に関する条例の一部改正を
上程、令和3年7月からの下水道使
用料の改定を議決

・京田辺市公共下水道使用料徴収
条例の一部改正を施行（R3.7月1
日）し、4期分から新料金を適用

・上下水道事業共に収支バランス
の取れた経営となるよう努めた。

・次期料金算定の基本となる有収
水量や排水量の動向を注視して経
営に努めた。

・上下水道事業共に収支バランス
の取れた経営となるよう努めた。

・次期料金算定の基本となる有収
水量や排水量の動向を注視して経
営に努めた。

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉕　公営企業経営戦略の策定による経営基盤強化

下水道ビジョン・上下
水道事業経営戦略に
基づき、収支均衡を図
るとともに、経営基盤
の強化を行います。

上
下
水
道
部

経
営
管
理
室

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・京都府の動向を注視し、国保税率
を見直し

・国民健康保険事業の運営に関す
る協議会において、国保税率改正
について意見を聴取

・広報誌・HPで、改正内容を周知

・京都府の動向を注視し、国保税率
を見直し

・国民健康保険事業の運営に関す
る協議会において、国保税率改正
について意見を聴取

・広報誌・HPで、改正内容を周知

京都府の動向を注視し、必要に応
じて国保税率を見直し

・保険税（料）水準の統一に向け
て、府及び府内市町村による検討
班で協議

・国民健康保険事業の運営に関す
る協議会において、国保税率改正
について意見を聴取

・広報誌・HPで、改正内容を周知

・京都府の動向を注視し、必要に応
じて国保税率を見直し

・保険税（料）水準の統一に向け
て、府及び府内市町村による検討
班で協議

・国民健康保険事業の運営に関す
る協議会において、国保税率改正
について意見を聴取

・広報誌・HPで、改正内容を周知

取
組
実
績

・令和２年度国保税率改正を行い、
当初賦課を決定

・国民健康保険事業の運営に関す
る協議会を開催
　
・広報誌・ＨＰで改正内容を周知

・令和３年度国保税率改正を行い、
当初賦課を決定

・国民健康保険事業の運営に関す
る協議会を開催
　
・広報誌・ＨＰで改正内容を周知

・令和４年度国保税率改正を行い、
当初賦課を決定

・国民健康保険事業の運営に関す
る協議会を開催
　
・広報誌・ＨＰで改正内容を周知

・令和５年度は国保税率改正を行
わず、据え置きとしたうえで当初賦
課を決定

・国民健康保険事業の運営に関す
る協議会を開催
　
・広報誌・ＨＰで国保税率を周知

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉖　国民健康保険財政の健全化　

国民健康保険財政の
健全化を図るため、国
民健康保険税を令和
元年度から４年間で
段階的に引上げを行
うとともに、京都府に
よる財政支援等の動
向を見極めながら、そ
の都度、税率の見直
しを行います。

市
民
部

国
保
医
療
課

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・債権管理に係る取組の近隣状況
調査

・管理マニュアル策定に向けた工程
表の作成

・債権管理所管課職員によるPT形
成

・PTによる債権管理条例案の検討

・債権管理条例の制定 ・債権管理条例による運用を開始、
効果検証

・公債権や私債権等の区分に対応
した債権ごとのマニュアル整備

取
組
実
績

・債権管理に係る取組の近隣状況
調査の実施

・管理マニュアル策定に向けた工程
表の作成

・債権管理所管課職員によるPT形
成

・条例案制定に向けた調査の実施

・債権管理条例の制定 ・債権管理条例による運用を開始、
効果検証

・公債権や私債権等の区分に対応
した債権ごとのマニュアル整備

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉗　債権管理の適正化に向けた債権管理条例の制定

債権管理における
様々な課題に対応す
るため、各債権の管
理において必要な知
識やスキルが必要な
事務を集約化し、組織
的な債権管理の仕組
みを検討、債権管理
条例を制定します。

総
務
部

財
政
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・適正な債権管理の実施

・債権管理システムの導入

・適正な債権管理の実施

・債権管理システムの運用

取
組
実
績

・未納者に対し督促状、催告状を送
付し、適正な債権管理を実施

・債権管理システムの稼働により、
適正かつ効率的な債権管理を行う
環境を整備

・未納者に対し督促状、催告状を送
付し、適正な債権管理を実施

・債権管理システムの稼働により、
適正かつ効率的な債権管理を行う
環境を整備

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉘　生活保護返還金及び貸付金等の債権管理の適正化

生活保護関係返還金
及び貸付金等につい
て、システム導入等に
より債権管理の適正
化に取り組みます。

健
康
福
祉
部

社
会
福
祉
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・多様な収納方法の検討や実施、
京都地方税機構との連携による徴
収の強化【市税等】

・スマホアプリを利用した新たな収
納手段の確保【市税】

・広報紙、HPにて納付方法及び納
期限の周知【国保・後期】

・滞納整理マニュアルの改訂、口座
振替登録の勧奨納付相談、個別訪
問等の実施【保育所保育料】

・多様な収納方法の検討や実施、
京都地方税機構との連携による徴
収の強化【市税等】

・広報紙、HPにて納付方法及び納
期限の周知【国保・後期】

・滞納整理マニュアルに基づき口座
振替登録の勧奨納付相談、個別訪
問等の実施【保育所保育料】

・多様な収納方法の検討や実施、
京都地方税機構との連携による徴
収の強化【市税等】

・広報紙、HPにて納付方法及び納
期限の周知【国保・後期】

・滞納整理マニュアルに基づき口座
振替登録の勧奨納付相談、個別訪
問等の実施【保育所保育料】

・多様な収納方法の検討や実施、
京都地方税機構との連携による徴
収の強化【市税等】

・広報紙、HPにて納付方法及び納
期限の周知【国保・後期】

・債権管理条例等に基づく徴収対
策の実施

取
組
実
績

【市税】
・京都地方税機構との日次で徴収データ等の送
受信、個別案件に対しても、担当者と連絡を取
り合い徴収強化
・４月よりスマホアプリによる収納の運用を開始

【国保】
・口座振替依頼書及びペイジー口座振替受付
サービスやスマホアプリでの納付案内を年度当
初の納税通知書に同封
・口座振替、コンビニ、スマホアプリ納付の促進
記事を広報紙に掲載
・口座振替納期限周知記事を広報紙に掲載

【後期】
・被保険者証発送時（4～3月）保険料決定通知
書発送時(7月）に口座振替の案内を同封
・口座振替納期限周知記事を広報紙に掲載

【保育所保育料】
・口座振替登録の勧奨（随時）
・納付相談（随時）
・滞納者への督促（毎月）

【市税】
・地方税共同機構による共通納税の費目拡大
予定および納付書への地方税統一ＱＲコードの
記載開始予定による納付手段多様化の見込み
を確認
・京都地方税機構との日次で徴収データ等の送
受信、個別案件に対しても、担当者と連絡を取
り合い徴収強化

【後期】
・被保険者証発送時（4～3月）保険料決定通知
書発送時(7月）に口座振替の案内を同封
・口座振替納期限周知記事を広報紙に掲載

【国保】
・口座振替依頼書及びペイジー口座振替受付
サービスやスマホアプリでの納付案内を年度当
初の納税通知書に同封
・口座振替、コンビニ、スマホアプリ納付の促進
記事を広報紙に掲載
・納期限周知記事を広報紙に掲載
・口座振替依頼書及びペイジー口座振替受付
サービスやスマホアプリでの納付案内及び納期
限をホームページに掲載

【保育所保育料】
・口座振替登録の勧奨（随時）
・納付相談（随時）
・滞納者への督促（毎月）、個別訪問等の実施
（R3.7月）
・債権管理プロジェクトチーム会議参加（R3.8
月）

【市税】
・京都地方税機構との日次で徴収データ等の送
受信、個別案件に対しても、担当者と連絡を取
り合い徴収強化
・共通納税システム対象費目拡大に向けた準
備完了（システム改修・運転試験）
・地方税統一ＱＲコードの運用開始に向けた準
備完了（システム改修・運転試験）

【国保】
・口座振替依頼書及びペイジー口座振替受付
サービスやスマホアプリでの納付案内を年度当
初の納税通知書に同封
・口座振替、コンビニ、スマホアプリ納付の促進
記事を広報紙に掲載
・納期限周知記事を広報紙に掲載
・口座振替依頼書及びペイジー口座振替受付
サービスやスマホアプリでの納付案内及び納期
限をホームページに掲載

【後期】
・被保険者証発送時（4～3月）保険料決定通知
書発送時(7月）に口座振替の案内を同封
・口座振替納期限周知記事を広報紙に掲載

【保育所保育料】
・口座振替登録の勧奨（随時）
・納付相談（随時）
・滞納者への督促（毎月）
・債権管理プロジェクトチーム会議参加（4回）

【市税】
・京都地方税機構との日次で徴収データ等の送
受信、個別案件に対しても、担当者と連絡を取
り合い徴収強化
・共通納税システム対象費目拡大と併せて地方
税統一ＱＲコードの運用を開始し（Ｒ５．４～）、
市府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画
税、軽自動車税（種別割）の納付について、全
国ほとんどの金融機関窓口、各種ＰＡＹアプリ、
クレジットカードが利用可能
【国保】
・口座振替依頼書及びペイジー口座振替受付
サービスやスマホアプリでの納付案内を年度当
初の納税通知書に同封
・口座振替、コンビニ納付の促進記事を広報紙
に掲載
・納期限周知記事を広報紙に掲載
・口座振替依頼書及びペイジー口座振替受付
サービスやスマホアプリでの納付案内及び納期
限をホームページに掲載
【後期】
・保険料のコンビニ、スマホアプリ納付を開始し
た
・広報及びホームページでコンビニ、スマホアプ
リ納付の周知を行った
・被保険者証発送時（4～3月）及び保険料決定
通知書発送時(7月）に口座振替の案内を同封
・口座振替納期限周知記事を広報紙に掲載
【保育所保育料】
・口座振替登録の勧奨（随時）
・納付相談（随時）
・滞納者への督促（毎月）
・債権管理プロジェクトチーム会議参加（3回）

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉙　市税等の収納率の向上

市の財源を確保する
とともに、市民の負担
の公平性を確保する
ため、収納率の向上
や新たな収納手段を
導入することによる納
税者の利便性の向上
を図ります。【市税、国
民健康保険税、後期
高齢者医療保険料、
保育所保育料】

市
民
部
・
輝
く
こ
ど
も
未
来
室

税
務
課
・
国
保
医
療
課
・
輝
く
こ
ど
も
未
来
室

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・電話や訪問等個別対応による督
促、徴収

・納付確約書、支払計画書の徴取

・督促状、催告書等の発送

・必要に応じて法的措置等を実施

・市営住宅使用料等滞納整理事務
取扱要領に基づく徴収対策の実施

・電話や訪問等個別対応による督
促、徴収

・納付確約書、支払計画書の徴取

・督促状、催告書等の発送

・必要に応じて法的措置等を実施

・市営住宅使用料等滞納整理事務
取扱要領に基づく徴収対策の実施

・電話や訪問等個別対応による督
促、徴収

・納付確約書、支払計画書の徴取

・督促状、催告書等の発送

・必要に応じて法的措置等を実施

・債権管理条例等に基づく徴収対
策の実施

・電話や訪問等個別対応による督
促、徴収

・納付確約書、支払計画書の徴取

・督促状、催告書等の発送

・必要に応じて法的措置等を実施

取
組
実
績

・電話・訪問等個別対応を実施

・必要に応じて納付確約書、支払計
画書を徴取
　
・督促状、催告書を適時送付

・必要に応じて連帯保証人へも文
書等を通知

・長期滞納者から住宅の明渡し、損
害金の支払いを受納

・電話・訪問等個別対応を実施

・必要に応じて納付確約書、支払計
画書を徴取
　
・督促状、催告書を適時送付

・必要に応じて連帯保証人へも文
書等を通知

・電話・訪問等個別対応を実施

・必要に応じて納付確約書、支払計
画書を徴取
　
・督促状、催告書を適時送付

・必要に応じて連帯保証人へも文
書等を通知

・電話・訪問等個別対応を実施

・必要に応じて納付確約書、支払計
画書を徴取
　
・督促状、催告書を適時送付

・必要に応じて連帯保証人へも文
書等を通知

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉚　市営住宅使用料等の徴収体制強化

受益者負担の公平性
から市営住宅使用料
等の滞納者に対する
徴収率の向上のため
の施策を推進します。

建
設
部

開
発
指
導
課

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・クラウドファンディングの実施

・返礼品の拡充に向けた調査、必
要に応じて検討委員会を開催

・効果的な広報の実施

・クラウドファンディングの実施

・返礼品の拡充に向けた調査、必
要に応じて検討委員会を開催

・効果的な広報の実施

・クラウドファンディングの実施

・返礼品の拡充に向けた調査、必
要に応じて検討委員会を開催

・効果的な広報の実施

・返礼品の拡充に向けた調査、必
要に応じて検討委員会を開催

・効果的な広報の実施

取
組
実
績

・ふるさと納税制度によるクラウド
ファンディングを実施

・既存業者の返礼品を更新、新規
事業者を追加

・クラウドファンディングの実施にあ
わせて、クラウドファンディング及び
ふるさと納税のチラシを作成

・次年度クラウドファンディングの返
礼品を検討

・外部業者への業務委託にあわせ
て募集サイトを2箇所から5箇所に
増設したことにより、前年比＋3,600
千円となった。

・本市の寄附者の約半分を占める
関東圏に向けて広告を行った。

・返礼品追加を随時募集とし、返礼
品選考委員会を4回行い、新規に6
事業者（20返礼品）を追加した。

・全国小学生ハンドボール大会の
運営経費等について、クラウドファ
ンディングを実施した。
・ふるさと納税サイトを新たに２つ増
設した。（合計8つ）
・インターネット広告、SNS広告を実
施した。
・積極的な広報活動を行い、寄附
の増収に努めた（横浜駅での展
示、雑誌への掲載、サイト上の特集
記事への掲載　等）
・返礼品を25品追加した。

・関係団体や委託事業者とともに、
市内事業者を訪問し参加促進を
図った。
・新たに７事業者が、返礼品事業者
として加わった。
・返礼品を２４品追加した。
・ふるさと納税ポータルサイトを３つ
追加した。
・インターネット広告を実施した。
・京都府版ふるさと納税に4事業者
が参加した。

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉛　ふるさと納税制度を活用した財源確保

ふるさと納税額の増
加や事業実施のため
の財源不足解消等の
ため、個別具体的な
事業におけるガバメン
ト・クラウドファンディ
ングを実施、返礼品
の拡充等、ふるさと納
税制度の一層の推進
を図ります。

総
務
部

財
政
課

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

･市民税の未申告者への申告勧奨

･未評価家屋の調査

･適正な課税客体把握方法の検討

･市民税の未申告者への申告勧奨

･未評価家屋の調査

･適正な課税客体の把握

･市民税の未申告者への申告勧奨

･未評価家屋の調査

･適正な課税客体の把握

･市民税の未申告者への申告勧奨

･未評価家屋の調査

･適正な課税客体の把握

取
組
実
績

・市民税未申告者への申告書郵
送による申告勧奨

・法定調書（非上場株式等の配
当等の申告のないもの）の税額
変更

・給与支払報告書未提出事業所
に対する申告勧奨

・未評価家屋の調査として、38
棟の未評価家屋評価を実施

・地目調査として37筆の農業用
施設用地課税を実施

・適正な課税客体把握方法の検
討として、家屋敷課税につい
て、京都府内各市の状況調査を
実施

・市民税未申告者への申告書郵
送による申告勧奨

・法定調書（非上場株式等の配
当等の申告のないもの）の税額
変更

・給与支払報告書未提出事業所
に対する申告勧奨

・未評価家屋の調査として、63
件の未評価家屋評価を実施

・地目調査として87件の農業用
施設用地課税を実施

・適正な課税客体把握方法の検
討として、家屋敷課税の課税方
法を検討

・未評価家屋の調査として、59
棟の未評価家屋評価を実施

・地目調査として45筆の農業用
施設用地課税を実施

・市民税未申告者177人への申告
書郵送による申告勧奨

・法定調書（非上場株式等の配
当等の申告のないもの）の税額
変更（51件）

・給与支払報告書未提出39事業
所に対する申告勧奨

・適正な課税客体把握方法の検
討として、家屋敷課税の対象者
を抽出

・未評価家屋の調査として、31
棟の未評価家屋評価を実施

・地目調査として25筆の農業用
施設用地課税を実施

・市民税未申告者208人への申告
書郵送による申告勧奨

・法定調書（非上場株式等の配
当等の申告のないもの）の税額
変更（54件）

・給与支払報告書未提出31事業
所に対する申告勧奨

・適正な課税客体把握方法の検
討として、家屋敷課税の対象者
を抽出（330件）

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉜　課税客体の適正な把握

市
民
部

税
務
課

市民税における未申
告者への申告勧奨や
固定資産税における
未評価家屋の評価等
を実施するととも
に、市税における適
正な課税客体の把握
方法を検討の上で実
施し、段階的に拡充
します。

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・南田辺・狛田地区整備促進協議
会での意見交換等を実施

・京都府へ要望書提出

・南田辺・狛田地区整備促進協議
会での意見交換等を実施

・京都府へ早期事業化を要望

・南田辺・狛田地区整備促進協議
会での意見交換等を実施

・京都府へ早期事業化を要望

・南田辺・狛田地区整備促進協議
会での意見交換等を実施

・京都府へ南田辺西地区開発につ
いて、着実な企業立地を要望

・南田辺東地区の早期事業化を要
望

取
組
実
績

・南田辺・狛田地区整備促進協議
会での意見交換等を実施

・京都府へ要望書提出

・南田辺西地区については、新たに
設置された整備検討委員会におい
て意見交換を実施

・南田辺西地区を対象としたスー
パーシティ構想について勉強会を
実施、内閣府の「スーパーシティ公
募」へ申請

・京都府へ要望書提出

・南田辺西地区を対象としたスー
パーシティ構想の審査に向けた勉
強会に参加

・南田辺西地区開発事業における
事業提案の募集し、３社から提案を
受けた。

・南田辺西地区開発事業における
事業パートナーの募集を開始

・京都府へ要望書提出

・南田辺西地区について、事業施
行予定者を決定、当該事業者と開
発にあたっての事前協議を実施

・関連企業の展示会「フードテック
ジャパン」において、京都府と開発
事業者でブースを出展、企業に対
してＰＲ活動を実施

・京都府へ要望書提出

・南田辺西地区の施行予定者と事
前協議を実施

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉝　新たな企業立地に向けた学研地区（南田辺東・西地区）の整備促進

学研地区（南田辺東・
西地区）の未整備地
区において、京都府と
連携を取りながら、早
期の整備、事業化を
促進することにより、
新たな企業立地や財
源確保を目指します。

企
画
政
策
部

企
画
調
整
室

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・都市計画に向けた事前調整

・地権者の合意形成の支援

・土地区画整理準備組合への支援

・土地利用者（進出企業等）の斡
旋・調整

・市街化区域への編入等の都市計
画決定

・土地区画整理組合の設立認可

・土地区画整理準備組合への支援

・土地利用者（進出企業等）の斡
旋・調整

・市街化区域への編入等の都市計
画決定

・土地区画整理準備組合への支援

・土地利用者（進出企業等）の斡
旋・調整

・市街化区域への編入等の都市計
画決定

・土地区画整理組合の設立認可

・土地区画整理組合への支援

・土地利用者（進出企業等）の斡
旋・調整

取
組
実
績

・都市計画に向けた京都府および
市関係課との事前調整

・個別訪問による地権者への事業
説明

・土地区画整理準備組合の主要役
員との協議

・土地区画整理準備組合の役員会
及び総会の開催

・令和２年度田辺中央北地区新市
街地整備事業に伴う基本設計等業
務委託の発注

・進出を希望する企業への情報提
供及び意向聴取

・都市計画に向けた京都府および
市関係課との事前調整

・地権者の合意形成の支援

・土地区画整理準備組合の主要役
員との協議

・土地区画整理準備組合の役員会
及び総会の開催

・土地活用に向けた地権者勉強会
の開催

・進出を希望する企業への情報提
供及び意向聴取

・都市計画に向けた京都府および
市関係課との事前調整

・地権者の合意形成の支援

・地権者の意向調査実施

・土地区画整理準備組合の主要役
員との協議

・土地区画整理準備組合の役員会
及び総会の開催

・土地活用に向けた地権者勉強会
の開催

・進出を希望する企業への情報提
供及び意向聴取

・市街化区域への編入等の都市計
画決定

・地権者の合意形成の支援

・地権者の意向調査実施

・土地区画整理準備組合の主要役
員との協議

・土地区画整理準備組合の役員会
及び総会の開催

・土地区画整理組合の設立認可

・土地区画整理組合への支援

・進出を希望する企業への情報提
供及び意向聴取

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉞　田辺中央北地区における土地利用計画の見直し及び企業誘致

田辺中央北地区にお
いて、商業や業務、文
化、医療、福祉、公共
サービス等、多種多
様な都市機能の集積
を図り、魅力的な都市
環境を備えた利便性
の高い快適なまちづく
りを進めるため、組合
施行の土地区画整理
事業を促進するととも
に、土地利用者（進出
企業等）を誘致しま
す。

企
画
政
策
部

都
市
み
ら
い
室

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・他市の一括管理における基金運
用の手法や収益状況等の情報を
調査研究

・中、長期の基金運用計画につい
て検討

・定期預金や債券購入など、有益
な基金運用について調査研究

・必要に応じて京田辺市公金管理
検討委員会において「京田辺市公
金保管・運用方針」を見直し

・有益な基金管理の実施 ・有益な基金管理の実施

取
組
実
績

・有益な基金運用方法の調査、研
究を継続して実施

・基金での定期預金を大口で１年
間の期間にまとめて預け入れにす
ることで、利率の良い定期預金で
の運用を行った。

・資金の運用状況について、債券で
の利率状況や、運用方法について
銀行から説明を受けた。

・京田辺市公金管理検討委員会を
開催し、来年度以降の公金運用に
ついて協議を行った。

・京田辺市公金管理検討委員会を
４回開催し、基金の運用について
協議し、来年度から国債等の安
全、確実な債券での運用について
決定した。

・松井財産区基金について6月に国
債を購入し運用を開始した。（松井
財産区特別会計）

・前年度の京田辺市公金管理検討
委員会の方針に基づき６月に京都
府の債券を購入

・京田辺市公金管理検討委員会を
開催し、1回は外部より講師を招き
債券運用と最近の金利動向につい
ての知識を深めた。

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㉟　基金運用方法の検討

市の基金について、
基金ごとに運用商品
を区分するいわゆる
「基金個別運用」の方
式から、複数の基金を
一体的なものと捉え
基金全体をまとめて
管理する「基金一括
運用」に転換すること
により、基金財産の流
動性への留保率を低
く抑え運用効率を高
めます。

出
納
室

出
納
室

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・市有地の貸付け、売却等の検討

・市営住宅跡地の活用方法につい
て検討

・市有地の貸付け、売却等の検討

・市営住宅跡地の活用方法につい
て検討

・市有地の貸付け、売却等の検討

・市営住宅跡地の活用方法につい
て検討

・市有地の貸付け、売却等の検討

・市営住宅跡地の活用方法につい
て検討

取
組
実
績

・市営住宅（三山木柚ノ木）跡地２
筆を売却

・市営住宅岡村団地跡地の境界確
定業務を実施

・市営住宅（大住野上）跡地１筆を
売却

・市営住宅西羅団地跡地の境界復
元業務を実施

・市営住宅（大住野上）跡地　１筆を
売却

・市有地の貸付け、売却等の検討

・市営住宅跡地の活用方法につい
て検討

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㊱　市有財産の有効活用

利用予定のない市有
地の貸付けや売却や
不要財産の処分を検
討し、財源確保を進め
ることにより、維持管
理経費の節減、保全
リスクの低減を図りま
す。特に、市営住宅跡
地について、積極的、
計画的に用途廃止や
移管を行い財源の確
保を図ります。

総
務
部
・
建
設
部

管
財
課
・
開
発
指
導
課

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・内閣府ポータルサイトへの掲載

・案件形成

・新たな事業における財源確保に
向けた全庁的な制度周知

・案件形成

・全庁的な制度周知

・案件形成

・全庁的な制度周知

取
組
実
績

・内閣府及び民間ポータルサイトへ
の登録

・全国小学生ハンドボール大会開
催事業等での寄附案件形成（6件
4,900千円）

・庁内説明会による制度周知、対
象事業の募集

・民間ポータルサイト、マッチング事
業者等を通じた寄附企業の募集

・トップセールスによる各企業との
関係構築の推進

・「市民まつり開催事業」等での寄
附案件形成（20件10,900千円）

・庁内への制度周知、対象事業の
募集

・民間ポータルサイト、マッチング事
業者等を通じた寄附企業の募集

・トップセールスによる各企業との
関係構築の推進

・庁内への制度周知、対象事業の
募集

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 R3-2　企業版ふるさと納税制度を活用した財源確保

企
画
政
策
部

企
画
調
整
室

財源確保や地方創生
推進の観点から、企
業版ふるさと納税制
度を活用した寄附に
よる各種事業の財源
不足の解消、企業と
の関係構築を推進し
ます。

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・移行に伴う課題を検証

・SNSと連動したCMSの導入を検討

・CMSを決定

・京都府セキュリティクラウドへの移
行

取
組
実
績

・京都府セキュリティクラウドへの移
行による機能等の課題を検証

・CMSのSNS連動機能についての
効果と必要性を検証

・京都府セキュリティクラウド上で稼
働実績のあるCMSに関する情報収
集を実施

・京都府セキュリティクラウドへ移行

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㊲　京都府セキュリティクラウドへの移行によるコスト削減

市ホームページの作
成・公開システム
（CMS）を、ベンダーの
サーバーから京都府
セキュリティクラウドへ
移行することにより、
必要コストの削減を図
ります。

企
画
政
策
部

秘
書
広
報
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・サービスコーナー利用状況調査 ・サービスコーナー利用状況調査 ・サービスコーナー利用状況調査 ・サービスコーナー利用状況調査

・サービスコーナー閉鎖を検討

取
組
実
績

・マイナンバーカードについて、令
和２年8月より平日時間外交付時間
を週２回設け交付数を増加

・交付時にコンビニでの証明書の取
得の仕方について案内用紙を配布

・マイナンバーカードについて、令
和3年5月から令和３年９月まで月1
回の週給日交付を月3あるいは４回
に増やした。

・令和3年5月より時間外交付を開
始した。

・マイナンバーカードについて、週
休日交付を月3回から5回設定し交
付数を増加させた。

・時間外交付を毎週火曜日及び木
曜日に増やした。

・マイナンバーカードについて、週
休日交付を月１～２回実施し、交付
完了率の上昇に努めた。

・時間外交付を実施した。

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㊳　窓口サービスの事務の効率化、経費削減

市
民
部

市
民
年
金
課

コンビニ交付の利用を
促進し、市民の利便
性を向上させるととも
に、事務の効率化を
進め、サービスコー
ナーや時間外窓口の
閉鎖を進め、職員の
事務負担の軽減や経
費削減を図ります。

次期計画で引き続
き進行管理

未完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・口座振替による支払いを１０日毎
（３回／月）に実施

・支払通知書の廃止に向けて、財
務会計システムを改修

・口座振替による支払い方法の推
進

・振込依頼書の使用を廃止、伝送
へ移行

取
組
実
績

・FDによる支払いを廃止し、伝送に
よる支払方法に変更することにより
３回／月の支払いを実施

・支払通知書の廃止による、郵送
料、ハガキ作成に係る経費の軽減
　
・財務システムの改修を行い、振込
先口座の通帳に担当所属名を記載

・各所属へ振込依頼書での取り扱
いの廃止、口座振込や伝送による
振込への移行について周知

・9月末で振込依頼書による取り扱
いを終了

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㊴　口座振替の推進及び支払通知書廃止によるコスト削減

口座振替を推進し、効
率的・効果的な支払
業務を推進するととも
に、支払通知書を廃
止し、歳出コストの削
減と事務の軽減を図
ります。

出
納
室

出
納
室

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・社会情勢・経済状況等により、補
助金等の内容を見直し

・令和元年度検討結果により、補助
金等を減額

・中小企業融資保証料・利子補給
事業の見直しに向けた検討

・社会情勢・経済状況等により、補
助金等の内容を見直し

・中小企業融資保証料・利子補給
事業の見直しに向けた検討

・社会情勢・経済状況等により、補
助金等の内容を見直し

・中小企業融資保証料・利子補給
事業の見直しに向けた検討

・社会情勢・経済状況等により、補
助金等の内容を見直し

・中小企業融資保証料・利子補給
事業の見直しに向けた検討

取
組
実
績

・新型コロナウイルス感染症の影響
を受けている市内事業者への支援
を実施

・商工会振興事業補助金について
補助率を設定

・産学コーディネート業務を見直し

・新型コロナウイルス感染症の影響
で落ち込む市内経済の活性化のた
め、キャッシュレス決済ポイント還
元事業による経済対策を実施

・新型コロナウイルス感染症への対
応を行う市内事業者への補助金交
付等による支援を実施

・新型コロナウイルス感染症の影響
で落ち込む市内経済の活性化のた
め、キャッシュレス決済ポイント還
元事業による経済対策を実施（２
回）

・ウイズコロナに向け将来を見据え
て事業投資を行い、生産性向上に
取り組む事業者への補助金交付に
よる支援を実施

・物価高騰等の影響で落ち込む市
内経済の活性化のため、キャッシュ
レス決済ポイント還元事業による経
済対策を実施

・成長支援事業補助金において、
人材確保事業におけるインセンティ
ブ達成企業の補助率の引き上げ、
連携型新製品開発補助及び産学
連携事業の申請要件緩和を実施

・中小企業融資保証料・利子補給
事業については、現下の社会経済
情勢から内容見直しは見送り

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㊵　中小企業支援事業の見直し

商工会振興事業補助
金や中小企業融資保
証料補給金等事務委
託費、産学コーディ
ネート業務について、
計画期間中に内容見
直しを行い、補助金等
の効率化と支援の充
実を図ります。

経
済
環
境
部

産
業
振
興
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・対象者・補助率・金額等につい
て、近隣市町の実施状況を調査

・見直し概要を決定、介護支援専門
員等への説明

・市民（対象者）への周知徹底

・要綱の改正

・介護支援専門職員等へ周知

・市民（対象者）へ申請対象者要件
を周知

・所得に応じて助成金額の減額を
行う。また、年齢に応じて対象者を
制限する。（令和６年４月１日施行）

・介護支援専門職員等へ周知

・市民（対象者）へ申請対象者要件
を周知

取
組
実
績

・対象者・補助率・金額等につい
て、近隣市町の実施状況をとりまと
め

・見直し概要について廃止ではく、
所得や年齢に応じた制限を検討

・要綱を改正(令和５年４月１日施
行)

・介護支援専門職員等へ制度改正
を周知

・広報等で市民（対象者）へ制度改
正を周知

・要綱を改正(令和６年４月１日施
行)

・介護支援専門職員等へ制度改正
を周知

・広報等で市民（対象者）へ制度改
正を周知

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㊶　身体障害者更生援助費支給事業の見直し

市が単独事業として
実施している身体障
害者更生援助費支給
事業について、計画
期間中に縮小や廃止
を含め、見直しを行い
ます。

健
康
福
祉
部

障
が
い
福
祉
課

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・見直し内容を施術所、医療関係機
関と調整

・見直し実施に向けて、市民に広
報、ホームページ、受診案内等で
周知

・見直し内容を施術所、医療関係機
関へ説明

・人間ドック、脳ドック受診者への助
成制度の見直し実施に向けて、医
療機関との調整及び市民への広報
等周知

・はり、きゅう、マッサージ施術費助
成制度見直し案の検討、作成

・人間ドック、脳ドック受診者への助
成制度の見直し

・はり、きゅう、マッサージ施術費助
成制度の見直し案の検討、作成
 
・人間ドック、脳ドック受診者への助
成制度の見直し効果の検証

取
組
実
績

・人間ドック、脳ドック見直し実施に
向けて、近隣市町村の状況をとりま
とめ、検討を実施

・はりきゅうマッサージの見直し案を
検討

・人間ドック、脳ドックの見直しにつ
いて医療関係機関と協議を行い、
方針を決定。

・人間ドック等助成制度の変更案内
を広報紙、ＨＰに掲載し、対象者へ
の勧奨通知に制度変更の案内文
書を同封した。

・はり、きゅう、マッサージ施術費助
成制度見直しの方針を決定

・見直し後の人間ドック、脳ドック受
診者への助成制度を実施した。

・はり、きゅう、マッサージ施術費助
成制度見直しの方針を決定

・見直し後の人間ドック、脳ドック受
診者への助成制度を実施した。

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０１　財政健全化の推進 ㊷　各種医療保健事業に係る助成制度の見直し

はり、きゅう、マッサー
ジ施術費助成及び国
民健康保険等の被保
険者対象の人間ドック
等の助成制度につい
て、近隣の動向を注
視しつつ、団塊の世代
が後期高齢者に移行
することを鑑み、助成
制度の見直しを行い
ます。

市
民
部

国
保
医
療
課

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・公共施設マネジメントを推進

・ＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討規定（指
針）の策定

・他自治体事例の調査研究、各種
研修会への参加

・「公共施設総合管理計画」の改訂

・「京田辺市公共施設等の整備等
におけるＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討指
針」の運用

・他自治体事例の調査研究、各種
研修会への参加

・公共施設総合管理計画の改訂及
び計画に基づく進捗管理

・「京田辺市公共施設等の整備等
におけるＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討指
針」の運用

・他自治体事例の調査研究、各種
研修会への参加

・公共施設総合管理計画に基づく
進捗管理

・「京田辺市公共施設等の整備等
におけるＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討指
針」の運用

・他自治体事例の調査研究、各種
研修会への参加

取
組
実
績

・公共施設マネジメント推進会議を
開催

・「京田辺市公共施設等の整備等
におけるＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討指
針」を策定

・公共施設マネジメントに係る他自
治体事例を調査研究、各種研修会
に参加

・公共施設総合管理計画改訂に向
けて、公共施設マネジメント推進会
議を開催（年５回）

・「京田辺市公共施設等の整備等
におけるＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討指
針」の運用を開始

・京都府による公共施設マネジメン
トに関する研修会への参加

・公共施設総合管理計画の改訂

・公共施設マネジメント推進会議の
開催（年４回）により全庁的な施設
マネジメントを推進

・京都府による公共施設マネジメン
トに関する相談会への参加

・公共施設総合管理計画に基づく
進捗管理として、公共施設マネジメ
ント推進会議を開催（年７回）

・「京田辺市公共施設等の整備等
におけるＰＰＰ／ＰＦＩ優先的検討指
針」に基づく検討

・各種研修会への参加

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 ㊸　公共施設マネジメントの推進

公共施設等総合管理
計画に基づき、所管、
企画、財政部署間共
同で公共施設マネジ
メントを推進します。ま
た、公共施設等の整
備・管理運営にあたっ
ては、ＰＰＰ・ＰＦＩなど
の事業手法の導入を
推進し、住民サービス
の向上と、コスト削減
を図ります。

企
画
政
策
部

企
画
調
整
室

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・敷地粗造成工事

・枚方京田辺環境施設組合による
環境影響評価業務

・枚方京田辺環境施設組合による
事業者選定業務

・敷地粗造成工事

・枚方京田辺環境施設組合による
事業者選定業務

・枚方京田辺環境施設組合による
施設建設

・敷地粗造成工事

・枚方京田辺環境施設組合による
施設建設

・枚方京田辺環境施設組合による
施設建設

取
組
実
績

・敷地粗造成工事請負契約締結
　（令和2・3・4年度継続施行）

・環境影響評価書公告・縦覧

・可燃ごみ広域処理施設整備・運
営事業実施方針の公表

・敷地粗造成工事着手

・枚方京田辺環境施設組合におい
て事業者決定

・枚方京田辺環境施設組合におい
て施設建設（設計）着手

・敷地粗造成工事完了

・枚方京田辺環境施設組合による
施設建設（設計）実施

・枚方京田辺環境施設組合が施設
建設工事に着手

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 ㊹　可燃ごみ広域処理施設整備による処理コストの削減

更新時期を迎えるご
み焼却施設の更新整
備について、令和７年
度までに枚方市（穂谷
川清掃工場第３プラン
ト分）との広域化によ
り行います。施設建設
を広域化することによ
り、環境負荷が少な
く、安定的な施設運営
と処理コストの削減を
めざします。

経
済
環
境
部

ご
み
広
域
処
理
推
進
課

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・民間活力導入に向けた聞き取り
調査

・事業所の選定

・利用者アンケート調査及び市場動
向調査の実施

・施設運営に係る基本方針の策定

・民間事業者へのサウンディング調
査の実施

・施設改修計画の策定

・屋外トイレ棟新築工事の実施

・関係例規の改正・整理

・拡張整備に係る基本構想等の策
定

取
組
実
績

・民間事業者との情報交換を実施

・民間事業者の現地視察を実施

・利用者アンケート調査を実施

・施設運営に係る基本方針を策定

・民間事業者へのサウンディング調
査を実施

・屋外トイレ棟新築工事設計業務を
実施

・屋外トイレ棟新築工事を実施

・運営見直し実行計画を策定

・拡張整備に係る基本構想等を策
定

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 ㊺　民間活力導入による野外活動センター施設運営の効率化

市
民
部

文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
振
興
課

市街地から近くアクセ
スと自然に恵まれた
本市の野外活動セン
ターについて、最も効
果的で効率的な運営
方法を検討し、民間活
力の導入等運営方式
も含め今後の施設運
営について見直しの
検討を行います。

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・基本構想の作成

・事業手法の検討

・基本構想の作成

・事業手法の検討

・プレサウンディングの実施

・基本構想の作成

・事業手法の検討

・プレサウンディングの実施

・基本計画の検討

・PFI等可能性検討

取
組
実
績

・京田辺市複合型公共施設整備基
本構想策定業務委託の発注

・民間活力の導入手法について先
進地事例の収集

・基本構想の検討

・事業手法の検討

・基本構想の検討

・事業手法の検討

・プレサウンディングの実施

・複合型公共施設整備基本構想検
討懇話会の開催

・基本構想素案の作成

・パブリックコメントの実施

・事業手法の検討

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 ㊻　民間活力の導入による複合型公共施設の整備

田辺中央北地区にお
いて、複合的な機能を
備えた公共施設を整
備します。また、施設
整備にあたっては、民
間活力の導入を積極
的に進めます。

企
画
政
策
部

都
市
み
ら
い
室

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・事業手法の検討

・公募に向けた資料（案）の作成

・公募、事業者決定 ・施設供用開始に向けた準備

取
組
実
績

・公募設置等指針（案）の作成に向
けた情報収集及び課題整理

・Park-PFI事業者の公募及び選定 ・Park-PFI事業者による実施設計
及び特定公園施設の整備工事の
着手

R3-3　官民連携による田辺公園拡張整備

子どもから高齢者、障
がいのある人まです
べての市民が交流で
きる拠点となる農福連
携をテーマとした公園
を整備します。また整
備にあたっては、
Park-ＰＦＩや指定管理
者制度等も含めた官
民連携手法を導入し
ます。

公
園
緑
地
課

建
設
部

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・委託業務調査 ・委託業者選定

・調理運営委託

取
組
実
績

・委託業務調査 ・京田辺市学校給食センター調理
等業務委託公募型プロポーザルの
実施

・京田辺市学校給食センター調理
等業務委託契約の締結

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 R４-2　中学校給食実施に伴う学校給食センターの効率的な運営

教
育
部

学
校
給
食
課

令和６年度からの中
学校給食実施にあた
り、調理運営を委託す
ることにより、学校給
食センターの民間活
力を活用した効率的
な運営を進める。

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・用地の取得 ・用地の取得（買い戻し）

・基本計画

・造成に係る基本設計・実施設計

・用地の取得（買い戻し）

・造成に係る基本設計・実施設計

・用地の取得（買い戻し）

・造成工事

・建築に係る基本設計・実施設計

取
組
実
績

・土地開発公社による一部用地の
先行取得

・用地の取得（買い戻し）

・基本計画

・造成に係る基本設計・実施設計

・用地の取得（買い戻し）

・造成に係る基本設計・実施設計

・造成に係る工事

・防災備蓄倉庫等の建築に係る基
本設計・実施設計

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 ㊼　防災拠点の整備による防災力の向上

市の防災拠点となる
広場を、緊急輸送道
路である京奈和自動
車道と国道３０７号と
が交差する田辺西イ
ンター西側に整備す
ることにより、大規模
災害発生時に復旧復
興活動を円滑化し市
民の安全を守ります。

安
心
ま
ち
づ
く
り
室

安
心
ま
ち
づ
く
り
室

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・消防体制内部検討委員会設置

・消防力適正配置等の検討

・消防庁舎整備の検討

・消防力適正配置等の検討

・消防庁舎整備の検討

・消防力適正配置等の調査

・消防体制基本計画の検討

・他の部局と調整を図りながら消防
庁舎整備を検討

・定年延長も考慮し職員採用計画
に沿った採用を実施

・職員増に伴う職場環境改善

取
組
実
績

・消防本部消防体制等整備計画検
討委員会を月1回程度実施

・消防本部消防体制等整備計画検
討委員会を開催

・庁舎不備箇所の抽出に基づき、
庁舎整備方法を検討

・庁舎を含めた消防体制について
引き続き検討

・消防職員の条例定数増員に向け
て議案提出

・1階女性用トイレ設置に向けた予
算要求

・限られたスペースを有効に利用
し、交代勤務者と日勤者別に職員
ロッカーを分けた。

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 ㊽　消防力向上のための消防体制見直し

市全体の消防力を高
めるため、まちづくり
の状況や人口状況及
び災害状況等を考慮
した消防力の適正配
置を調査し、消防庁舎
整備を含めた消防体
制を検討します。

消
防
本
部

消
防
総
務
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・北部市立幼保連携型認定こども
園整備に向けた基本設計、実施設
計

・南部民間幼保連携型認定こども
園整備に対する支援

・北部市立幼保連携型認定こども
園整備工事の実施

・南部民間幼保連携型認定こども
園の開園

・北部市立幼保連携型認定こども
園整備工事の実施

・大住こども園の開園

取
組
実
績

・北部市立幼保連携型認定こども
園整備に向けた基本設計・実施設
計

・南部民間幼保連携型認定こども
園の整備に対し、補助金を交付

・北部市立幼保連携型認定こども
園整備工事の実施

・南部民間幼保連携型認定こども
園の開園

・北部市立幼保連携型認定こども
園整備工事を実施、R5.4月に大住
こども園として開園

大住こども園（幼保連係型認定こど
も園）の開園（R5.4）

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 ㊾　幼保連携型認定こども園の整備

市立大住幼稚園を建
て替えに併せて北部
地域の拠点となる市
立幼保連携型認定こ
ども園として整備しま
す。また、南部地域に
おける民間幼保連携
型認定こども園の整
備を支援します。

輝
く
こ
ど
も
未
来
室

輝
く
こ
ど
も
未
来
室

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・「第１期京田辺市立幼稚園・保育
所再編整備計画」の策定

・民間小規模保育事業所整備に対
する支援

・民間小規模保育事業所整備に対
する支援

・民間小規模保育事業所開所（２
園）

・民間認可保育事業所整備に対す
る支援

・民間小規模保育事業所開所（１
園）

・民間認可保育所開所（１園）

取
組
実
績

・「第１期京田辺市立幼稚園・保育
所再編整備計画」の策定

・民間小規模保育事業所整備に対
する支援

・民間小規模保育事業所整備に対
する支援（2園）

・民間小規模保育事業所開所（1
園）

・民間認可保育所整備に対する支
援（1園）

・民間小規模保育事業所開所（ま
ゆあいのおうち保育園、R5.4開所）

・民間認可保育園（乳児園）開園
（ウェルネス保育園京田辺、R5.4開
園）

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 R3-4　市内幼稚園及び保育所に係る配置適正化の検討

輝
く
こ
ど
も
未
来
室

輝
く
こ
ど
も
未
来
室

「第１期京田辺市立幼
稚園・保育所再編整
備計画」に基づき、民
間小規模保育事業所
の整備を進めながら
市立幼稚園・保育所
の再編集約を進め
る。

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・施設機器修理の実施

・施設再整備調査業務委託

・施設機器修理の実施

・施設再整備に係る基本設計業務

取
組
実
績

・修繕計画に基づき、修理を実施

・施設再整備調査業務委託の実施

・修繕計画に基づき、修理を実施

・施設更新に係る基本計画策定等
業務委託の実施

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 R４-3　環境衛生センター緑泉園施設再整備

経
済
環
境
部

清
掃
衛
生
課

し尿等の安定的な処
理を行うため、　環境
衛生センター緑泉園
施設について、老朽
化の著しい設備を順
次改修を行うこととし
ているが、同時に、し
尿等の処理量も減少
を踏まえ、スリム化し
た施設の建設につい
て検討する。

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・市営住宅外部長寿命化改修等工
事（谷垣内団地）

・市営住宅外部長寿命化改修等工
事（興戸団地第１期）

・市営住宅外部長寿命化改修等工
事（興戸団地第２期）

・「市営住宅長寿命化計画」の改定

・市営住宅外部長寿命化改修等工
事（興戸団地第３期）に向けた実施
設計

取
組
実
績

・市営住宅谷垣内団地外部長寿命
化改修等工事を実施

・市営住宅興戸団地第１期外部長
寿命化改修等工事を実施

・市営住宅興戸団地第２期外部長
寿命化改修等工事を実施

・市営住宅興戸団地第３期外部長
寿命化改修等工事設計を実施

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 ㊿　市営住宅長寿命化によるライフサイクルコスト縮減

市営住宅の長寿命化
計画に基づき外壁塗
装等の外部長寿命化
改修工事を実施する
ことにより、ライフサイ
クルコストの縮減を図
ります。

建
設
部

開
発
指
導
課

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・舗装修繕工事を実施

・橋梁点検を実施

・舗装修繕工事を実施

・橋梁点検を実施

・橋梁修繕工事を実施

・舗装修繕工事を実施

・橋梁点検を実施

・橋梁修繕工事を実施

・舗装修繕工事を実施

・橋梁長寿命化修繕計画を改定

取
組
実
績

・京田辺市生活道路舗装修繕計画
に基づいて、舗装修繕工事を実施

・橋梁点検（4橋）を実施

・橋梁修繕工事（4橋）を実施

・京田辺市生活道路舗装修繕計画
に基づいて、舗装修繕工事を実施

・橋梁点検(57橋)を実施

・橋梁修繕工事(1橋)実施

・京田辺市生活道路舗装修繕計画
に基づいて、舗装修繕工事を実施

・橋梁点検(164橋)を実施

・橋梁修繕工事(1橋)実施

・京田辺市生活道路舗装修繕計画
に基づいて、舗装修繕工事を実施

・橋梁長寿命化修繕計画を改定

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 51　生活道路及び橋梁長寿命化によるライフサイクルコストの縮減

市内の生活道路（総
延長約350km）の舗装
及び橋梁の維持管理
ついて、それぞれ計
画に基づき、国の交
付金等の特定財源を
有効に活用しつつ、計
画的かつ効率的に修
繕工事等を行います。

建
設
部

施
設
管
理
課

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

計画に基づく遊具等公園施設のメ
ンテナンス

公園施設長寿命化計画のローリン
グによる改修、更新時期の見直し

計画に基づく遊具等公園施設のメ
ンテナンス、更新の実施

・計画に基づく遊具等公園施設のメ
ンテナンス、更新の実施

・第２期公園施設長寿命化計画の
策定

取
組
実
績

計画に基づき事業を推進 計画に基づき事業を推進 計画に基づき事業を推進 計画に基づき事業を推進

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 52　公園施設長寿命化によるライフサイクルコスト縮減

公園施設長寿命化計
画に基づく市内公園
施設の修繕や更新に
ついて、事後保全で
はなく予防保全により
実施することで、施設
の長寿命化を図りライ
フサイクルコストの削
減を進めます。

建
設
部

公
園
緑
地
課

通常継続

73



部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・長寿命化改良工事に向けた基本
計画

・長寿命化改良工事に向けた基本
計画、実施設計

・薪幼稚園長寿命化改修工事の実
施

・三山木幼稚園耐震改修工事の実
施

・長寿命化改良工事

・長寿命化改良工事に向けた実施
設計

取
組
実
績

・「京田辺市学校施設長寿命化計
画」を策定

・薪幼稚園長寿命化改修工事設計

・三山木幼稚園耐震改修設計

・田辺小学校長寿命化改修工事に
係る基本計画を策定

・薪幼稚園長寿命化改修工事の実
施

・三山木幼稚園防災機能強化等工
事の実施

・田辺小学校長寿命化工事の実施

・田辺小学校長寿命化工事の実施

・薪幼稚園長寿命化改修等工事に
より園舎をリニューアルした。

・三山木幼稚園耐震改修工事によ
り耐震性能を確保できた。

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 53　幼稚園・小中学校施設の長寿命化によるライフサイクルコスト縮減

予防保全型の修繕に
よる維持管理への転
換や施設の計画的な
更新を推進するため、
長寿命化改良計画及
び更新計画を策定し、
老朽化した学校施設
の長寿命化を行うこと
で、ライフサイクルコ
ストの縮減を図りま
す。

教
育
部
・
輝
く
こ
ど
も
未
来
室

学
校
教
育
課
・
輝
く
こ
ど
も
未
来
室

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・長期的な整備計画を検討

・耐火物中規模補修

・計画に基づき修繕等を実施

・耐火物中規模補修

・監視カメラシステム更新

・計画に基づき修繕等を実施

・耐火物中規模補修

・空調・衛生設備更新

・計画に基づき修繕等を実施

・耐火物中規模補修

・空調・衛生設備更新

取
組
実
績

・既存の焼却施設について、令和７
年度までの修繕、維持管理に係る
計画の取りまとめ

・令和２年度前期及び後期の定期
修理において、耐火物中規模補修
を行い、摩耗、劣化により強度低下
が懸念される部分の打ち替え補修
等を実施

・既存の焼却施設について、令和７
年度までの修繕、維持管理に係る
計画の取りまとめ

・令和２年度前期及び後期の定期
修理において、耐火物中規模補修
を行い、摩耗、劣化により強度低下
が懸念される部分の打ち替え補修
等を実施

・監視カメラシステム更新

・既存の焼却施設について、令和７
年度までの修繕、維持管理に係る
計画の取りまとめ

・令和２年度前期及び後期の定期
修理において、耐火物中規模補修
を行い、摩耗、劣化により強度低下
が懸念される部分の打ち替え補修
等を実施

・バグフィルタのろ布交換

・既存の焼却施設について、令和７
年度までの修繕、維持管理に係る
計画の取りまとめ

・令和２年度前期及び後期の定期
修理において、耐火物中規模補修
を行い、摩耗、劣化により強度低下
が懸念される部分の打ち替え補修
等を実施

・ごみ投入扉の整備

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 54　焼却施設建て替えに向けた長寿命化対策

建て替え時期を迎え
た焼却施設につい
て、新施設が建設さ
れるまで安定した運
営が図れるよう予防
的な修繕等を計画的
に行うことにより、トー
タルコストの縮減を図
ります。

経
済
環
境
部

清
掃
衛
生
課

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・庁舎長寿命化に向けた計画を策
定

・老朽・破損箇所等の修繕の実施 ・老朽・破損箇所等の修繕の実施

取
組
実
績

・庁舎長寿命化計画を策定 ・庁内巡回、設備点検等により、修
繕箇所の把握及び迅速な修繕を実
施

・中央監視装置の改修

・非常用蓄電設備の改修

R3-5　市役所庁舎の長寿命化によるライフサイクルコストの縮減

総
務
部

建築後３０年以上が
経過する市役所庁舎
について、長期的な視
点に立ち、将来的に
必要な費用等を把握
することにより、財政
負担の軽減や平準化
を図りながら、大規模
改修や建替え、管理
運用等、施設の長寿
命化を効率的に進め
ます。

管
財
課

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・長寿命化対象施設の実態把握調
査

・長寿命化計画の基本方針の検討

・長寿命化計画の策定

取
組
実
績

・長寿命化対象施設の実態把握の
ための現地調査実施

･「京田辺市福祉施設等長寿命化
計画」を策定

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 R4-4　福祉施設等長寿命化によるライフサイクルコストの縮減

健
康
福
祉
部

健
康
福
祉
政
策
推
進

福祉施設等の維持管
理や改修等の施設整
備を計画的に行うこと
で、整備コストの縮減
やコストの平準化を図
る。

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・北部住民センターの長寿命化対
応等

・北部・中部住民センターの長寿命
化対応等

取
組
実
績

・北部住民センターの長寿命化対
応等

・北部・中部住民センターの長寿命
化対応等

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０２　公共施設マネジメントの推進 Ｒ4-5　住民センターの長寿命化によるライフサイクルコストの縮減

市
民
部

市
民
参
画
課

北部住民センター及
び中部住民センター
について、老朽化の
度合いを踏まえて施
設長寿命化を促進し
ライフサイクルコスト
の縮減を進める。

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・「第4次総合計画まちづくりプラン
レビュー」の仕組みを構築

・事務事業評価（主要事業実績調
査）シートの見直し

・試験的に導入

・「第4次総合計画まちづくりプラン
レビュー」の実施

・事務事業評価（主要事業実績調
査）の実施

・「第4次総合計画まちづくりプラン
レビュー」の実施

・事務事業評価（主要事業実績調
査）の実施

・「第4次総合計画まちづくりプラン
レビュー」の実施

・事務事業評価（主要事業実績調
査）の実施

取
組
実
績

・「第4次総合計画まちづくりプラン
レビュー」の仕組みを構築

・事務事業評価（主要事業実績調
査）シートの見直しを行い、新しい
評価シートにて評価を実施

・「第4次総合計画まちづくりプラン
レビュー」を実施し、事業進捗を
図った。

・第４次総合計画「まちづくりプラン」
重点プロジェクト令和２年度取組結
果について、市ＨＰにて公表

・事務事業評価（主要事業実績調
査）の実施

・「第4次総合計画まちづくりプラン
レビュー」を実施し、事業進捗を
図った。

・第４次総合計画「まちづくりプラン」
重点プロジェクト令和３年度取組結
果について、市ＨＰにて公表

・事務事業評価（主要事業実績調
査）の実施

・「第4次総合計画まちづくりプラン
レビュー」を実施し、事業進捗を
図った。

・第４次総合計画「まちづくりプラン」
重点プロジェクト令和４年度取組結
果について、市ＨＰにて公表

・事務事業評価（主要事業実績調
査）の実施

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０３　事務事業の効率化 55　行政評価制度の見直し（ＰＤＣＡサイクルの再構築）

限られた財源を効率
的かつ効果的に活用
するため「ＰＤＣＡサイ
クル」の評価による施
策事業の選択と集中
を進めるとともに、現
行の行政評価制度に
ついて再構築を進め
ます。

企
画
政
策
部

企
画
調
整
室

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・事務作業の省力化に向けた検討 ・運用試験 ・運用試験等 ・共同学校事務室の設置

取
組
実
績

・事務作業の省力化に向けた協議
及び検討の実施

・事務作業の省力化に向けた協議
及び検討の実施

・事務作業の省力化に向けた協議
及び検討の実施

・事務作業の省力化に向けて「京田
辺市立小中学校共同学校事務室」
を設置

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０３　事務事業の効率化 56　学校教育予算配分・執行の見直し

学校予算について
は、各学校に予算配
分を行っており、学校
と教育委員会におけ
る手続きの煩雑さ解
消が課題となってい
る。こうした中で、財務
会計システム等を含
めた事務作業の効率
化・省力化を進めま
す。

教
育
部

学
校
教
育
課

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・定期監査において、各部局の行
革プログラムを重点的に確認

・財政援助団体等監査を、実施計
画に基づき実施

・行政監査を、実施計画に基づき実
施

・決算審査意見書や「監査のあらま
し」で既存事業の見直しについて評
価

・指摘事項のフォローアップ

・定期監査において、各部局の行
革プログラムを重点的に確認

・監査等を踏まえて、財政援助団体
等について、随時監査を実施

・行政監査を、定期監査と合わせて
実施

・決算審査意見書や「監査のあらま
し」で既存事業の見直しについて評
価

・決算審査において、課題事項の
フォローアップ

・定期監査において、各部局の行
革プログラムを重点的に確認

・監査等を踏まえて、必要があると
認める場合、随時監査を実施

・行政監査を、定期監査と合わせて
実施

・決算審査意見書や「監査のあらま
し」で既存事業の見直しについて評
価

・決算審査において、課題事項の
フォローアップ

・定期監査において、各部局の行
革プログラムを重点的に確認

・監査等を踏まえて、必要があると
認める場合、随時監査を実施

・行政監査について、定期監査と合
わせて実施

・決算審査意見書や「監査のあらま
し」で既存事業の見直しについて評
価

・所属別ヒアリング等により課題事
項のフォローアップを実施

取
組
実
績

・定期監査において、各部局の行
革プログラムを重点的に確認し、結
果を報告公表(安心まちづくり室
R2.5～7月・建設部R2.8～11月・消
防R2.12月～R3.3月)

・財政援助団体について担当課ヒ
アリングを、決算審査に合わせて実
施し、決算審査意見書内にて報告
(R2.6～9月)

・行政監査を定期監査に含めて実
施(安心まちづくり室R2.5～7月・建
設部R2.8～11月・消防R2.12月～Ｒ
3.3月)

・決算審査意見書や「監査のあらま
し」で既存事業の見直しについて評
価を実施(R3.1～3月)

・課題事項のフォローアップ(R2.10
月～Ｒ3.2月)を実施

・定期監査において、各部局の行
革プログラムを重点的に確認し、結
果を報告公表(輝くこども未来室
R3.5～8月・市民部R3.7～12月・経
済環境部R3.11月～R4.3月)

・随時監査として、工事監査を実施
し、結果を報告公表(R3.10月～R4.3
月)

・行政監査を定期監査に含めて実
施(輝くこども未来室R3.5～8月・市
民部R3.7～12月・経済環境部R3.11
月～R4.3月)

・決算審査意見書や「監査のあらま
し」で既存事業の見直しについて評
価を実施(R4.1～3月)

・決算審査時に所属別ヒアリング等
により課題事項のフォローアップ
(R3.6～7月)の実施

・定期監査において、各部局の行
革プログラムを重点的に確認し、結
果を報告公表(教育委員会事務局
R4.4～8月・出納室・議会事務局
R4.7～11月・健康福祉部R4.10月～
R5.3月)

・行政監査を定期監査に含めて実
施(教育委員会事務局R4.4～8月・
出納室・議会事務局R4.7～11月・
健康福祉部R4.10月～R5.3月)

・決算審査意見書や「監査のあらま
し」で既存事業の見直しについて評
価を実施(R5.2～3月)

・決算審査時に所属別ヒアリング等
により課題事項のフォローアップ
(R4.6～7月)の実施

・定期監査において、各部局の行
革プログラムを重点的に確認し、結
果を報告公表
(安心まちづくり室・企画政策部R5.8
～12月・総務部・選挙管理委員会・
公平委員会事務局・固定資産評価
審査委員会事務局R5.9～R6.3月)

・行政監査を定期監査に含めて実
施
（安心まちづくり室・企画政策部
R5.8～12月・総務部・選挙管理委
員会・公平委員会事務局・固定資
産評価審査委員会事務局R5.10～
R6.3月)

・決算審査意見書や「監査のあらま
し」で既存事業の見直しについて評
価を実施(R6.2～3月)

・所属別ヒアリング等により課題事
項のフォローアップ(R5.5月)を実施

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０３　事務事業の効率化 57　行政改革につながる監査等の実施

定期監査、財政援助
団体等監査、行政監
査においては、無駄な
支出の削減、適正な
債権管理、適切な受
益者負担につながる
よう監査等を実施しま
す。また、決算審査等
でも、既存事業の見
直しを進めたことに関
して、決算審査意見
書、「監査のあらまし」
等を通じて評価を行い
ます。

監
査
委
員
事
務
局

監
査
委
員
事
務
局

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

･アウトソーシング対象事務の検
討、実施

･京都地方税機構課税共同化の参
画

･アウトソーシング実施及び対象
事務の効果確認

･京都地方税機構課税共同化の参
画

･アウトソーシング実施及び対象
事務の見直し検討

･京都地方税機構課税共同化への
参画

･アウトソーシング実施及び対象
事務の効果確認

･京都地方税機構課税共同化への
参画

取
組
実
績

・当初課税事務で必要な事務を
整理、予算額対前年比減で入札

・京都地方税機構課税共同化と
して、償却資産課税事務共同化
により償却資産申告書送付事
務、データ入力事務を削減、滞
りなく令和3年度課税事務を実施

・事務に必要なスキルを仕様書
に定めることで、専門知識を
持った派遣職員の登用を行っ
た。

・償却資産課税事務共同化によ
り償却資産申告書送付事務、
データ入力事務を削減、滞りな
く令和4年度課税事務を実施

・京都地方税機構との土地、家
屋の共同化についての協議の続
行

・事務に必要なスキルを仕様書
に定めることで、専門知識を
持った派遣職員の登用を行っ
た。

・京都地方税機構との土地、家
屋の共同化についての協議の続
行

・事務に必要なスキルを仕様書
に定めることで、専門知識を
持った派遣職員の登用を行っ
た。

・京都地方税機構との土地、家
屋評価事務の共同化についての
協議継続

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０３　事務事業の効率化 58　アウトソーシングの推進に伴う課税事務の合理化

市
民
部

税
務
課

税務課が行う課税事
務の一部をアウト
ソーシングすること
により、事務の合理
化を図ります。また
併行して、京都地方
税機構が今後実施す
る予定の市民税及び
固定資産税課税事務
の一部に係る課税共
同化に参画すること
で、広域的な課税事
務の合理化を図りま
す。

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・近隣の動向の調査

・郵送請求の状況調査

・近隣の動向の調査

・マイナンバーを利用した事務連携
の動向により郵送請求の件数の推
移を調査

・近隣の動向の調査

・マイナンバーを利用した事務連携
の動向により郵送請求の件数の推
移を調査

・外部委託の導入について方向性
を決定

・近隣の動向の調査

・マイナンバーを利用した事務連携
の動向により郵送請求の件数の推
移を調査

・外部委託の導入について方向性
を決定

取
組
実
績

・近隣の状況を調査

・郵送請求時コンビニ交付の利用
案内書同封

・近隣の状況を調査

・郵送請求時コンビニ交付の利用
案内書同封

・近隣の状況を調査

・郵送請求時コンビニ交付の利用
案内書同封

・外部委託の導入について、マイナ
ンバーカードと戸籍の連携につい
て、国の動向を注視

・郵送請求時コンビニ交付の利用
案内書を同封

・令和６年３月以降、本籍地以外で
も戸籍の取得が可能となり、郵送
請求・公用請求の減が見込まれる
ため、外部委託は行わないこととし
た。

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０３　事務事業の効率化 59　戸籍等各種証明書郵送請求処理業務の外部委託による事務の合理化

市
民
部

市
民
年
金
課

公用も含め戸籍等の
郵送請求業務につい
て、外部委託の導入
を検討することによ
り、人件費等を含めた
経費削減を進めま
す。

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・広報紙の製作・印刷に係る契約方
法を見直し

・広報紙の製作・印刷に係る契約方
法を見直し

・有料広告掲載実績に基づき、募
集事務の外部委託の方向性を決
定

・有料広告掲載実績に基づき、募
集事務の外部委託の方向性を決
定

取
組
実
績

・広報紙の製作・印刷に係る契約方
法・期間の変更を決定

・広報紙の製作・印刷に係る契約方
法を変更

・当面は直営で進める方向性を決
定（翌年度以降も引き続き検討）

・当面は直営で進める方向性を決
定（翌年度以降も引き続き検討）

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０３　事務事業の効率化 60　広報業務における事務効率化

広報紙の製作・印刷
に係る契約方法を見
直すとともに、有料広
告の募集について、
外部委託を含めて検
討を行うことにより、
広報業務の一層の効
率化を進めます。

企
画
政
策
部

秘
書
広
報
課

通常継続
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・職員数について類似団体との比
較検討

・比較検討結果に基づき部門別職
員数を分析

・「定員管理計画」の策定 ・「定員管理計画」の策定 ・「定員管理計画」の策定

・計画に基づく適正な定員管理の
推進

取
組
実
績

・府内近隣市の職員数について比
較検討実施

・本市における部門別の職員配置
状況と類似団体との比較を行い、
本市における配置の特徴や課題を
把握した。

・府内近隣市の動向や６０歳超えの
高齢期職員の定員を含め定員管理
の方向性を整理し、今後の計画に
反映させる。

・会計年度任用職員の勤勉手当支
給に伴う職責の見直しや定年引上
げに伴う６０歳超えの高齢期職員
が担う事務のあり方などを踏まえ、
職種別に必要となる人員を精査、
本市の定員管理のあり方、方向性
について引き続き検討

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０４　職員の適正配置と人材育成 61　適正な定員管理による職員数の適正化推進

社会経済の動向、市
民ニーズの変化等新
たな行政需要に対応
するため、適切な職員
配置を行うとともに、
職員数の適正化を図
ります。

総
務
部

職
員
課

次期計画で引き続
き進行管理

未完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・時間外労働の上限規制の徹底

・過重労働による健康被害防止対
策の推進

・休暇制度活用の推進

・会計年度任用職員制度による公
正な待遇の確保

・時間外労働の上限規制の徹底

・過重労働による健康被害防止対
策の推進

・休暇制度活用の推進

・会計年度任用職員制度による公
正な待遇の確保

・時間外労働の上限規制の徹底

・過重労働による健康被害防止対
策の推進

・休暇制度活用の推進

・会計年度任用職員制度による公
正な待遇の確保

・時間外労働の上限規制の徹底

・過重労働による健康被害防止対
策の推進

・休暇制度活用の推進

・会計年度任用職員制度による公
正な待遇の確保

取
組
実
績

・管理職が各職員の時間外状況を
把握しやすい時間外状況表を作成

・管理職に対する過重労働面談開
始

・年５日の年次有給休暇取得勧奨
及びプラスワン休暇としての年次有
給休暇取得勧奨

・所属及び現任職員に対し、会計年
度任用職員の待遇について意見照
会実施

・管理職が各職員の時間外状況を
把握しやすい時間外状況表を作成

・管理職に対する過重労働面談開
始

・年５日の年次有給休暇取得勧奨
及びプラスワン休暇としての年次有
給休暇取得勧奨

・所属及び現任職員に対し、会計年
度任用職員の待遇について意見照
会実施

・管理職が各職員の時間外状況を
把握しやすい時間外状況表を作成

・年５日の年次有給休暇取得勧
奨、夏季期間中１日の年次有給休
暇取得勧奨及びプラスワン休暇と
しての年次有給休暇取得勧奨

・育児等に係る休暇制度の周知

・近隣市における会計年度任用職
員の待遇を把握

・管理職が各職員の時間外状況を
把握しやすい時間外状況表を作成

・年５日の年次有給休暇取得勧
奨、夏季期間中１日の年次有給休
暇取得勧奨及びプラスワン休暇と
しての年次有給休暇取得勧奨

・育児等に係る休暇制度の周知

・近隣市における会計年度任用職
員の待遇を把握

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０４　職員の適正配置と人材育成 62　働き方改革の推進によるワークライフバランスの実現

職員の健康を守り、
ワークライフバランス
の実現を推進するとと
もに、任用形態に関
わらない公正な待遇
の確保を図ります。

総
務
部

職
員
課

※ＤＸ推進計画へ
移行

完了
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部 課・室 概　　要 区分 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 取組結果

行
動
計
画

・人材育成基本方針改訂内容を検
討

・会計年度任用職員への研修

・人材育成基本方針の改訂

・基本方針に沿った研修計画の策
定

・新規研修形態（e-ラーニング等）
の検討

・既存研修の見直し検討

・会計年度任用職員向け研修の検
討

・自己啓発助成の活性化検討

・新たな研修の実施

・会計年度任用職員向け研修の実
施

・自己啓発支援事業の実施

取
組
実
績

・近隣市人材育成基本方針の研究

・会計年度任用職員に対し、接遇
訓練研修及び窓口実地研修を実施

・「人材育成基本方針」を改訂

・改訂後の「人材育成基本方針」に
沿った研修計画を策定

・「ハラスメント防止／服務・公務員
倫理研修」を新規研修形態（映像
視聴）により実施

・「ハラスメント防止研修」「メンタル
ヘルス研修」を映像視聴形式にて
実施

・令和５年度からWeb研修システム
「e-JINZAI」の導入を決定

・新規採用職員研修の見直しを決
定（令和５年度から変更）

・WEB研修システム「e-JINZAI」導
入による階層別・専門研修、自主
研修の実施

・新規採用職員研修の改善を実施

・自己啓発支援として、従来の自己
啓発助成に加え、自発的な学習と
してのWEB研修システム利用を開
始

Ⅲ　効率的な行財政運営 ０４　職員の適正配置と人材育成 63　職員の資質向上を図るための人材育成

人材育成基本方針の
改訂を行うとともに、
新たに任用する会計
年度任用職員に対す
る研修等も含め、職員
の資質向上を図りま
す。

総
務
部

職
員
課

次期計画で引き続
き進行管理

深化
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